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(別紙様式第1）

裁判官第一力－ド

1

ふりがな 期別

氏名 印

口男口女

旧氏名 （ 年月 日変更）

生年月日 年 月 日生

写真貼付

(縦6.5cm,横5cm)

年 月 日撮影

学
歴

学 校 名

大学大学院

大 学

高等学校

中学校

学部科名 修 学 の 別

年 月口修口 年中退

年 月口卒口 年中退

年 月口卒口 年中退

年 月口卒口 年中退

試
験
・
選
考

名 称

口司法試験

口簡易裁判所判事選考

試験・選考の合格

年 月 日

年 月 日

司
法
修
習

任命

年 月 日

終了

年 月 日

任
命
等

種別

口判 事

口判 事 補

口簡易裁判所判事

口検 事

口弁 護 士

□

任命・登録

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

退官・登録取消

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

資
格
等

履修外国語

口英口独口仏

□その他（ ）

資格 ・ 検定等



(別紙様式第2－1）

画E二詞 裁判官第ニ カ － ド

〔判事用〕 平成 年8月1 日現在

是鐵

所属庁

（ 歳）
印 現
住
所

TEL － －

〔住宅の種別〕 口自宅口官舎口借家
〔自宅所在地〕

健康

状態

口良好

口病弱

病状

病歴

毒
琴
娠
の
状
捉
寺

氏 名 生年月日 続柄 胤業‘就学年 鰄雌 その鱸繩鮒記報(鵬級州居O融）

次期異動における任地及び担当事務についての希望並びにその理由

1 任地について

口他の任地を希望する。

口引き続き現任地を希望する。

口最高裁判所に一任する。

2 他に転任する場合の任地希望について

(現任地を希望する場合も記入すること。 ）

口次の任地を希望するが固執しない

口次の希望任地以外は不可。

第一希望地

第二希望地

第三希望地

。

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

3 転任希望の時期 ■■■■■■■■■■■■一一一一一ーーー■■■ー一一一■■■ー●

(現任地を希望する場合も記入すること。 ）

4任地及び担当事務についての特別の希望

5 短期海外出張について

口希望する口出張してもよい口希望しない

任地及び担当事務の希望に対する所長及び高裁長官の意見

所
長

裁判所長 印

長
官

高等裁判所長官 印 2



(別紙様式第2－2）

画「－蕊1 裁判官第ニ カ － ド

〔判事補用〕 平成 年8月1 日現在

罹癒

所属庁

（ 歳）
印 現
住
所

TEL － －

〔住宅の種別〕 口自宅口官舎口借家
〔自宅所在地〕

健康

状態

口良好

口病弱

病状

病歴

菫
誕
族
の
状
況
等

.氏 名 生年月日 続柄 鼠常･就学年 態雌 そり鱸館鮒諜項(鵬級州居0軸）

次期異動における任地及び担当事務についての希望並びにその理由

1 任地について

口他の任地を希望する。

口引き続き現任地を希望する。

口最高裁判所に一任する。

2 他に転任する場合の任地希望について

(現任地を希望する場合も記入すること。 ）

口次の任地を希望するが固執しない。

口次の希望任地以外は不可。

第一希望地

第二希望地

第三希望地

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

3 転任希望の時期
ー－ー－－ー一一一一ｰーー－－■■■■■■■■■ーp

(現任地を希望する場合も記入すること。 ）

4 任地及び担当事務についての特別の希望

5 外部経験等の希望について

希望する経験してもよい希望しない

(1) 訟務検事 □ □ □

(2) 法務省 □ □ □

(3) 弁護士 □ □ □

(4) 行政官庁 □ □ □

(5) 在外公館 □ □ □

(6) 法整備支援 □ □ □

(7) 民間企業研修□ □ □

(8) 海外留学 □ □ □

(9) その他 □ □ □

任地及び担当事務の希望に対する所長及び高裁長官の意見

所
長

裁判所長 印

長
官

高等裁判所長官 印 3



(別紙様式第2－3）

圃亘 裁判官第ニ カ － ド

〔簡易裁判所判事用〕 平成 年8月 1 日現在

轟鐵

所属庁

（ 歳）
印 現
住
所

TEL - -

〔住宅の種別〕 口自宅口官舎口借家
〔自宅所在地〕

健康

状態

口良好

口病弱

病状

病歴

家
族
の
状
況
等

氏 名 生年月日 続柄 §票･就学年 鱸鱸 そり他誰離纈諏(鵬級棚l届0雛）

次期異動における任地及び担当事務についての希望並びにその理由

1 任地について

口他の任地を希望する。

口引き続き現任地を希望する。

口最高裁判所に一任する。

2 他に転任する場合の任地希望について

(現任地を希望する場合も記入すること。 ）

口次の任地を希望するが固執しない。

口次の希望任地以外は不可。

第一希望地

第二希望地

第三希望地

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

3 転任希望の時期
ーーーー■■■■■■■■ﾛ■－－－－－ーーーー1■■■一一●

(現任地を希望する場合も記入すること。 ）

１
Ｊ
ノ

4 任地及び担当事務についての特別の希望

任地及び担当事務の希望に対する所長及び高裁長官の意見

、

所

長

地方裁判所長 印

長
官

高等裁判所長官 印 4



（入る－20-A)

平成29年2月16日

高等裁判所事務局長殿

最高裁判所事務総局人事局任用課長板津正道

裁判官第一カード等の記載要領について（事務連絡）

裁判官第一カード，同第二カード及び同第三カード（以下「各カード」 とい

う。）については，平成16年5月31日付け最高裁人任E第623号人事局長依

命通達「裁判官に関する人事事務の資料の作成等について」及び同年3月26日付

け人任E第422号人事局長通達「裁判官の人事評価の実施等について」により作

成していただいているところですが，記載要領を別紙第1から第3のとおり作成し

ましたので，各カードの作成の参考とするよう所属の裁判官に周知してください。

なお，地方裁判所（所管の簡易裁判所を含む｡）及び家庭裁判所に対しては，貴

職から連絡してください。

6
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(別紙第1）

第一カード記載要領

1 パソコン又は手書きにより作成し，押印する。手書きで作成する場合は，黒

色又は青色のインク （容易に消えないもの）を用いて措書で記入する。

2 □を設けてある事項については，該当する□を■のように塗りつぶし，又は，

□に「し」を付す。

3 「期別」欄

判事及び判事補は，期を算用数字で記載する（60期から65期までの者は，

現行又は新の区別も記載する。 ） 。

4 「旧氏名」欄

氏名の変更があった者は，変更前の氏名及び変更日を記載する。

5 「学歴」欄

（1） 中学校以上の学歴を全て記載する。

（2） 中学校及び高等学校について， 国立，都道府県立，市町村立，私立等

の別を記載する。

6 「任命等」欄

（1）判事，判事補又は簡易裁判所判事に任命された日を記載する。ただし，判

事又は判事補と同時に簡易裁判所判事に任命された者は，簡易裁判所判事に

任命された日を記載する必要はない。

(2) (1)の任命前に「種別」欄記載の他の官職等にあった者は，その「任命・登

録」及び「退官・登録取消」の日を記載する。

7 「資格・検定等」欄

自動車運転免許，外国語検定等について記載する。

8 写真の貼付

撮影から3か月以内の上半身写真を貼付する。

6



(別紙第2）

第二カード記載要領

1 使用する様式については，本官の別に対応したものを使用する（簡易裁判所

判事と兼任する者は，判事又は判事補のものを使用する。 ） 。

2 パソコン又は手書きにより作成する。手書きで作成する場合は，黒色又は青

色のインク （容易に消えないもの）を用いて槽書で記入する。

3 □を設けてある事項については，該当する□を■のように塗りつぶし，

又は， □に「し」を付す。

4期の記載

判事及び判事補は，左上部の所定の欄に期を算用数字で記載する（60期か

ら65期までの者は，現行又は新の区別も記載する。 ） 。

5作成基準日

毎年8月1日を作成基準日とし，右上部の所定の箇所に記載する。

6 「氏名（年齢）」欄

記名押印し， 5の作成基準日現在の年齢を記載する。

7 「現住所」欄

現住所地及び電話番号を上段に記載する。住宅の種別のうち， 自宅は,自己

又は家族が所有する住居をいい，官舎は，裁判所宿舎及びその他の公務員宿舎

をいい，借家は， 自宅又は官舎以外のマンション・アパート等をいう。

なお，住宅の種別が自宅以外の者で別に自宅を有するものは，その所在地を

下段に記載する。

8 「所属庁」欄

本務庁名を記載する。ただし，判事又は判事補（簡易裁判所判事と兼任する

者を含む。 ）は，判事又は判事補としての本務庁とする。

最高裁判所に勤務する者については，所属する最高裁判所事務総局の局課名

又は研修所名を記載する（裁判所調査官は，単に「最高裁判所」 と記載す

7



る。 ） 。

9 「健康状態」欄

「良好」は，普通の健康体の者をいう。

「病弱」は，身体虚弱で無理のできない者などをいう。

10 「病状病歴」欄

治療中の病名（通院，入院の別） ，既往症のうち主なもの及び病気以外の身

体上の故障を記載する。過去のものについては，いつごろのものかも併せて記

載する。

11 「家族の状況等」欄

家族の氏名，生年月日，続柄，職業・就学年及び健康状態（程度については

9を参照して記載する。 ）を記載し，その他家族関係特記事項（別居先及び別

居の理由）の項には別居している家族の居住地及び異動に影響するような家族

の健康状態その他の人事上参考となる家族の事情を記載する。

12 「次期異動における任地及び担当事務についての希望並びにその理由」欄

（1） 「他に転任する場合の任地希望について」には，現任地での勤務を希望す

る者も記載する。

なお，任地の記載については「東京及びその近郊」のような概括的な記載

をしても差し支えない。

（2） 「転任希望の時期」には次期異動を希望する時期を記載する。

なお，現任地での勤務を希望する場合も記載すること。

（3） 「任地及び担当事務についての特別の希望」には，次期異動における任地

希望の理由，次期異動又は将来における任地及び担当事務についての特別の

希望等を記載する。

（4） 「短期海外出張について」には，判事が記入することとし，短期海外出張

（外国の特定の制度調査の目的等で出張するものをいう。 ）の希望の有無及

びその程度を記載する（希望しない場合もその旨を必ず記載すること。 ） 。

8



(5) 「外部経験等の希望について」には，判事補（簡易裁判所判事と兼任する

者を含む。 ）が記入することとし， 「判事補の外部経験の概要等について」

（任用課長事務連絡）を参照の上， (1)から(9)までの項目についての希望の有

無及びその程度を記載する （希望しない場合もその旨を必ず記載するこ

と。 ） 。

なお，特段の希望がある場合，その内容を下線部分に記載する（例えば，

「(2)法務省」においては希望する部局名， 「(3)弁護士」においては弁護士職

務経験を希望する地域， 「(4)行政官庁」においては希望する省庁名， 「(7)民

間企業研修」においては研修を希望する地域， 「(9)その他」においては希望

する外部経験先等） 。下線部分に記載しきれない場合，余白に記載して構わ

ない。

9



(別紙第3）

裁判官第三カード記載要領

1 パソコン又は手書きにより作成する。手書きで作成する場合は，黒色又は青

色のインク （容易に消えないもの）を用いて槽書で記入する。

2期の記載

判事及び判事補は，左上部の所定の欄に期を算用数字で記載する（60期か

ら65期までの者は，現行又は新の区別も記載する。 ） 。

3 作成基準日

人事評価の基準日 （毎年8月1日）を作成基準日とし，右上部の所定の箇所

に記載する。

4 「氏名」欄

記名押印し， 3の作成基準日現在の年齢を記載する。

5 「所属庁」欄

本務庁名及び兼務庁名を記載し，兼務庁名の頭に「兼」を記載する。

職務代行（てん補）を行っている場合は，補職されている庁の庁名に加え

て，その裁判所名を「(職務代行)」 ， 「(てん補)」等と付記して記載する。

最高裁判所に勤務する者については，所属する最高裁判所事務総局の局課名

又は研修所名を記載する（裁判所調査官は，単に「最高裁判所」 と記載す

る。 ） 。

6 「職名」欄

所長，支部長，部総括又は司掌者の発令がある場合，該当するものの□を■

のように塗りつぶし，又は，□に「し」を付す。

最高裁判所における職については，最後の□を■のように塗りつぶし，又

は，□に「し」を付して，その右にその職名を記載する。

7 「現任地勤務年月数」欄

現在勤務している庁（出向等の外部経験の期間も含む。 ）の所在地に引き続
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いて勤務した年月数を記載する。

8 「現在の担当事務・割合」欄

(1) 現在担当する事務について，事務量の割合をパーセントで記載する。ただ

し， 令状当番だけの担当は， 「刑事」 として特に計上しない。

なお，民事の専門部又は集中部において，医療，行政，建築，商事，知的

財産，破産(倒産)，民事執行又は労働の各事件を担当している場合には，そ

の担当も記載する。

（2） 「司法行政」は，最高裁判所，高等裁判所，地方裁判所及び家庭裁判所に

おける司法行政事務をいい,支部長,部の事務を総括する者及び司法行政事務

を掌理する者の行う司法行政事務並びに(3)の職務を含まない（9において同

じ。 ） 。

（3） 最高裁判所裁判所調査官については「行政調査官」等と，最高裁判所の研

修所の教官については｢司研民裁教官｣等と,それぞれ担当も含めて略記する

（9において同じ。 ） 。

（4） 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関

する法律に基づいて行う法科大学院の教授等の業務については， 「法科大学

院」 と記載した上，事務量の割合を記載する。

9 「現在までの担当事務とその年月数」欄

（1） 「民事」については，民事の専門部又は集中部において医療，行政，建

築，商事，知的財産，破産(倒産)，民事執行又は労働の各事件を担当した場

合には，その担当及び期間を内訳として記載する。

（2）他省庁等に出向した経験がある場合には，その勤務先（法務省本省及び法

務局については「法務行政」 とする。 ）及び勤務期間を記載する。

（3） 判事補海外留学又は人事院長期在外研究の経験がある場合には, 「海外留

学」 と記載した上，行き先（国名）及び年月数を記載する。

（4） 弁護士職務経験がある場合には， 「弁護士職務」 と記載した上，経験期間
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を記載する。

（5） 4か月以上の民間企業研修の経験がある場合には，その研修先及び研修期

間を記載する。

（6） 同一期間に二以上の事務を担当した場合には，その担当事務を併記した

上，その期間を記載する。

（7） 育児休業を取得した経験がある場合には， 「育休」 と記載した上，その年

月数を記載する。

（8）配偶者同行休業を取得した経験がある場合には， 「配偶者同行休業」 と記

載した上，その年月数を記載する。

（9） 合計年月数には，現在までの担当事務とその年月数を記載する。この年月

数は，作成基準日までの勤務年月数と一致する。

10 「単独訴訟事件を扱っていた期間」欄

作成基準日までの勤務期間のうち，裁判官として単独訴訟事件を扱っていた

期間を民事，刑事別に記載する。民事には人事訴訟を含む。民事及び刑事の単

独訴訟事件を扱っていた期間が重なる期間は，その期間をそれぞれに加算す

る。
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（入る－20-B)

平成29年4月7日

高等裁判所事務局長殿

最高裁判所事務総局人事局任用課長板津正道

判事補の外部経験の概要等について（事務連絡）

標記の概要等は別紙のとおりですので，判事補に回覧するなどして，平成16年

5月31日付け最高裁人任E第623号人事局長依命通達「裁判官に関する人事事

務の資料の作成等について」記第2に定める裁判官第二カードの作成の参考とする

よう周知してください。

なお，地方裁判所及び家庭裁判所に対しては，貴職からこの内容を周知してくだ

さい。
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(別紙）

判事補の外部経験の概要

(第二カード「外部経験等の希望について」欄の各外部経験先コースに対応）

1 訟務検事

（1）職務内容

（2） 勤務場所

（3） 期 間

（4） 身 分

（5） 平成30年度の予定数

訟務事務

法務省訟務局又は高裁所在地の各法務局訟務部

原則として2年（訟務局は2年又は3年）

検事

10名程度

2法務省

（1） 職務内容 法務行政事務（裁判官としての法律知識，経験を

活用して行政事務を行う。 ）

法務省（民事局，刑事局，人権擁護局，司法法制

部，法務総合研究所（研修部，国際連合研修協力

部，国際協力部） ）

＊ （ ）内は現在派遣を行っている部局を示す（他に，上記1の

訟務部門がある。 ） 。

原則として2年（民事局，刑事局，司法法制部及

び国際連合研修協力部は3年）

検事

10名程度

(2) 勤務場所

(3) 期 間

(4) 身 分

(5) 平成30年度の予定数

3弁護士

（1）職務内容

（2） 勤務場所

弁護士職務

東京（横浜， さいたま，千葉を含む。 ） ，大阪
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（京都，神戸を含む。 ） ，名古屋，福岡，札幌の法

律事務所

＊現在弁謹士職務経験を行っている地域を示す。今後，変更され

る可龍性がある。

原則として2年

裁判所事務官（弁護士職務従事職員） ・弁護士

10名程度（65期以下の者を対象とする。 ）

第二カードで応募の意向を示した者のうち，対象

時期にある者に，改めて受け入れ予定事務所の情報

を提供し，希望の有無，希望の地区，希望の事務所

などを聴取する予定

１
１
１
１

３
４
５
６

ｉ
ｌ
ｌ
ｌ

期 間

身 分

平成30年度の予定数

その他

4行政官庁

（1） 行政官庁研修

①職務内容 行政事務（主として，裁判事務とは直接関連しな

い行政事務を行う。 ）

内閣官房（内閣官房副長官補付） ，金融庁（総務

企画局，検査局） ，総務省（自治行政局，総合通信

基盤局） ，外務省（総合外交政策局，北米局，国際

法局，領事局） ，財務省（国際局） ，厚生労働省

（労働基準局） ，農林水産省（食料産業局） ，経済

産業省（経済産業政策局，通商政策局） ，国士交通

省（鉄道局）

＊ （ ）内は現在派遣を行っている部局を示す。今後，変更され

る可龍性がある。

＊平成30年度に派遣予定の省庁は，内閣官房，金融庁，総務

②勤務場所
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省，外務省，財務省，経済産業省である。

期 間 原則として2年

身 分 検事（当該行政官庁の事務官）

平成30年度の予定数数名程度

その他 経験前に短期間，事前研修の趣旨で，最高裁判所

事務総局に配置されることがある。

③
④
⑤
⑥

公正取引委員会，金融庁，証券取引等監視委員会，行政不服審査会，公害等

調整委員会，国税不服審判所，文部科学省， 中央労働委員会

(2)

職務内容 行政事務（準司法的事務を含む。 ） （裁判官とし

ての法律知識，経験を活用して事務を行う。 ）

勤務場所 公正取引委員会事務総局，金融庁，証券取引等監

視委員会事務局，行政不服審査会事務局，公害等調

整委員会事務局，国税不服審判所（関東信越，東

京，名古屋，大阪） ，文部科学省研究開発局（原子

力損害賠償紛争和解仲介室） ， 中央労働委員会事務

局

＊現在派遣を行っている官庁，部局を示す。今後，変更される可

能性がある。

期 間 原則として2年

身 分 検事（当該行政官庁等の審判官，審査官，特別専

門官又は事務官）

平成30年度の予定数数名程度

①

②

③
④

⑤

在外公館

職務内容

5

在外公館における外交事務又は領事事務(1)
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在外公館（在中華人民共和国日本国大使館，在ア

メリカ合衆国日本国大使館，在カナダ日本国大使

館，在ストラスブール日本国総領事館，国際連合日

本政府代表部，在ジュネーブ国際機関日本政府代表

部）

原則として約2年

外務事務官（一等若しくは二等書記官又は領事）

＊判事任命資格に算入されない。

＊現在派遣を行っている在外公館を示す。今後変更される可龍性

がある。

若干名

平成30年秋に，外務省研修所において約4か月

間，赴任前研修に参加（判事補身分） 。その後，派

遣までの間は，東京又は周辺の裁判所において勤務

する。なお，派遣前に短期間，事前研修の趣旨で，

最高裁判所事務総局に配置されることがある。

(2) 勤務場所

期
身

１
１
３
４
１
１

間
分

(5) 平成31年度の予定数

(6) その他

6 法整備支援

（1）職務内容 海外における法整備支援（裁判官としての法律知

識，経験を活用して法整備支援を行う。 ）

東南アジア諸国（ベトナム（ハノイ） ， カンボジ

ア（プノンペン） ， インドネシア（ジャカルタ） ）

(2) 勤務場所

＊今後変更される可能性がある。

1年又は2年

検事（国際機関等に派遣される一般職の国家公務

員の処遇等に関する法律による派遣職員たる検事）

(3) 期

(4) 身

間
分
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・独立行政法人国際協力機構(JICA)長期専門

家

若干名

派遣前に研修に参加（判事補身分） 。なお，派遣

先に1年間勤務し，帰国後，法務省に1年間勤務す

る可能性もある。

(5) 平成30年度の予定数

(6) その他

7民間企業研修

（1） 民間企業研修

①職務内容 民間企業における業務

②勤務場所 東京，大阪，名古屋，福岡地区所在の民間企業

③期 間 1年

④身 分 判事補

⑤平成30年度の予定数 10名程度

（2） 日本銀行研修

①職務内容 日本銀行における業務

②勤務場所 日本銀行（東京）

③期 間 1年

④身 分 判事補

⑤平成30年度の予定数 1名程度

（3） シンクタンク等における研修

①職務内容 シンクタンク等における企画・研究業務

②勤務場所 一般社団法人日本経済団体連合会21世紀政策研

究所（東京）

③期 間 原則として1年

④身 分 判事補
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⑤平成30年度の予定数 1名程度

8海外留学

（1）職務内容

（2） 勤務場所

海外の大学又は裁判所等における在外研究

アメリカ， イギリス，カナダ，オーストラリア，

フランス， ドイツ，ベルギーの各国

1年又は2年

判事補

40名程度

別途公募を行う。

１
１
１
１

３
４
５
６

１
Ｉ
１
１

期 間

身 分

平成31年度の予定数

その他

9 その他

（1） 立法機関

①職務内容

②勤務場所

③期 間

④身 分

⑤平成30⑤平成30

立法機関における事務

衆議院法制局

原則として2年

衆議院法制局参事

1名程度

経験前に短期間事前研修の趣旨で，最高裁判所

事務総局に配置されることがある。

年度の予定数

⑥その他

(2) 預金保険機構

①職務内容 預金保険機構における業務（裁判官としての法律

知識，経験を活用して事務を行う。 ）

預金保険機構（東京）

原則として2年

預金保険機構職員

②勤務場所

③期 間

④身 分
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＊判事任命資格に算入されない。

平成30年度の予定数若干名⑤
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外部経験から復帰後の異動の方針について

1 前任地から引き続き地域的異動を伴わずに外部経験をする場合

当該地の異動条件により異動

2地域的異動を伴って外部経験をする場合

（1） 民間企業研修又はシンクタンク等における研修

1年間の研修後，異動後の配属庁において残りの任期を勤務

（2） 上記以外の外部経験

外部経験後，希望すれば，引き続き同一地域の裁判所で2年間勤務可能

同一地域を希望しない場合は， 当該地の異動条件により異動

3外部経験先コース，地域が希望外となった場合'′

復帰後の異動について上記よりも有利に取り扱うことがある。ただし，外部経

験としての海外留学をした後，語学力を必要とする行政官庁や在外公館等での外

部経験をする場合は， この限りでない。

※勤務地別の異動条件（当面，外部経験の実施が予定されている地のうち，異

動条件の付されているもの）

東京，横浜， さいたま，千葉，大阪，京都，神戸，名古屋，広島，福岡（い

ずれも「最高裁指定庁」 ）

※留学は地域的異動を伴わないものとして扱う。ただし，留学からの帰国後

は，従前の異動条件にかかわらず， 「最高裁指定庁」の異動条件が付されたも

のとして扱う。

※在外公館，法整備支援の海外勤務は派遣地を「東京」 とみなす。

※同一地域には各管内支部を含み（仙台は古川支部，札幌は小樽支部及び岩見

沢支部に限る。 ） ， 「東京・横浜・さいたま・千葉」又は「大阪・京都・神

戸」はそれぞれ同一地域とみなす。
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評
価
を
行
う
。

裁
判
官
と
面
談
す
る
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
裁
判
所
外
部
か
ら
の
情
報
に
つ
い
て
も
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。

１

書
」
と
い
う
。
）
を
開
示
す
る
。

一
項
又
は
前
項
の
方
法
に
よ
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
特
別
の
事
由
が
あ
る
場
合
は
、
最
高
裁
判
所
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

一
般
的
資
質
及
び
能
力
の
評
価
項
目
に
つ
い
て
行
う
。

（
評
価
の
基
準
等
）

（
評
価
書
の
開
示
）

（
不
服
が
あ
る
場
合
の
手
続
）
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２
前
項
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
評
価
権
者
は
、
必
要
な
調
査
を
し
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
、
そ
の
申
出
に
理
由

第
六
条
こ
の
規
則
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
最
高
裁
判
所
が
定
め
る
。

３
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
高
等
裁
判
所
長
官
は
、
評
価
権
者
が
行
っ
た
前
項
の
修
正
又
は
記
載
に
つ
い
て
、
調
整
及
び

４
評
価
権
者
は
、
第
二
項
の
修
正
後
の
評
価
書
（
高
等
裁
判
所
長
官
が
前
項
の
手
続
に
よ
り
調
整
又
は
補
充
を
行
っ
た
場
合

価
書
に
記
載
す
る
。

補
充
を
行
う
。

が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
評
価
書
の
記
載
内
容
を
修
正
し
、
そ
の
申
出
に
理
由
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
評

官
に
通
知
す
る
。

に
は
そ
の
調
整
又
は
補
充
を
行
っ
た
評
価
書
）
の
記
載
内
容
又
は
第
一
項
の
申
出
に
理
由
が
な
い
と
認
め
る
旨
を
、
第
二
項

の
手
続
の
終
了
後
（
高
等
裁
判
所
長
官
が
前
項
の
手
続
を
行
っ
た
場
合
に
は
そ
の
終
了
後
）
に
第
一
項
の
申
出
を
し
た
裁
判

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
実
施
の
細
則
）

附

則
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最高裁人任E第421号

（人い－1）

平成16年3月26日

殿
殿
殿
殿
殿
殿
殿
殿

高等裁判所長官

地方裁判所長

家庭裁判所長

最高裁判所首席調査官

最高裁判所事務総局局課長

司法研修所長

裁判所書記官研修所長

家庭裁判所調査官研修所長

最高裁判所事務総長竹崎博允

裁判官の人事評価に関する規則の運用について（依命通達）

裁判官の人事評価に関する規則（平成16年最高裁判所規則第1号。以下「規則」

という。 ）の運用については，下記のとおり定めましたから， これによってくださ

い。

なお，簡易裁判所に対しては，所管の地方裁判所長から伝達してください。

記

第1 人事評価の実施

1 人事評価の基準日，評価期間等

人事評価は，毎年1回， 8月1日を基準日とし，前年の基準日から基準日の

前日までの期間を対象として行う。

2評価対象裁判官

人事評価は， 1の基準日に在職する判事，判事補及び簡易裁判所判事を対象

として行う。
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評価権者

簡易裁判所判事と兼任している判事又は判事補の人事評価については，判

事又は判事補の評価権者が行う。

複数の裁判所に補職されている裁判官の人事評価については，本務庁（簡

易裁判所である場合は，その所在地を管轄する地方裁判所）の長を評価権者

とする。ただし，評価対象裁判官が主として兼務庁において職務を行ってい

る場合であって，人事評価を適正に行う上で必要があるときは，本務庁の長

及び兼務庁の長の協議により，兼務庁の長を評価権者とすることができる。

規則第2条第3項の規定により定める評価権者は，次のとおりとする。

ア地方裁判所長又は家庭裁判所長の人事評価については，その所属する裁

判所の所在地を管轄する高等裁判所の長官を評価権者とする。

イ補職されている裁判所（以下「補職庁」 という。 ） と異なる裁判所の裁

判官の職務を行う裁判官の人事評価については，補職庁の長（複数の裁判

所に補職されている裁判官については， (2)による評価権者）を評価権者と

する。ただし，評価対象裁判官が主として補職庁と異なる裁判所の裁判官

の職務を行っている場合であって，人事評価を適正に行う上で必要がある

ときには，補職庁の長及び職務代行を命じられている裁判所（以下「職務

代行庁」 という。 ）の長の協議により，職務代行庁の長を評価権者とする

3

(1)

(2)

(3)

ことができる。

ウ最高裁判所事務総局の事務次長，審議官又は局課長の人事評価について

は，最高裁判所事務総長を評価権者とする。

エ最高裁判所事務総局の各局課に勤務する裁判官（局課長を除く。 ）の人

事評価については，その勤務する局課の局課長を評価権者とする。

オ最高裁判所の裁判所調査官（首席調査官を除く。 ）の人事評価について

は，最高裁判所首席調査官を評価権者とする。

力最高裁判所の研修所に勤務する裁判官（研修所長を除く。 ）の人事評価
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については，その勤務する研修所の所長を評価権者とする。

4裁判所外部からの情報の把握

裁判所外部からの裁判官の人事評価に関する情報については，その裁判官が

所属する裁判所（簡易裁判所である場合は，その所在地を管轄する地方裁判所

）の総務課において受け付ける。この場合においては，情報の的確性を検証で

きるようにするという観点から，原則として， 当該情報を提供した者の氏名及

び連絡先を記載した書面であって具体的な根拠となる事実を記載したものによ

って，情報の提供を受けるものとする。

5規則第3条第3項の書面の提出期限

評価権者は，毎年，規則第3条第3項の書面の提出期限を定める。

6人事評価のための面談

評価権者は，規則第4条の人事評価を記載した書面（以下「評価書」という

。 ）の作成に先立って，評価対象裁判官と規則第3条第3項に定める面談を行

う。ただし，評価権者は，評価対象裁判官の人数等の事情に照らし自ら面談を

行うことが困難な場合には，人事局長が定めるところにより， この面談を，下

級裁判所事務処理規則（昭和23年最高裁判所規則第16号）第22条第1項

に定める高等裁判所長官，地方裁判所長若しくは家庭裁判所長の司法行政事務

を代理する者，同規則第3条第1項の規定により支部長を命じられた裁判官又

は裁判所法第37条の規定により簡易裁判所の司法行政事務を掌理する者に指

名された裁判官に代行させることができる。

7評価書の作成方法

評価権者は，規則第3条第1項に定める評価項目について，別紙に掲げる評

価の視点を踏まえ，文章式で記載する方法により評価書を作成する。

第2評価書の開示

1 開示の申出期間

評価権者は，毎年，その年に作成された評価書について1週間の開示の申出
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期間を定める。

2 開示の方法

1の期間内に，評価対象裁判官から口頭又は書面を提出する方法により評価

書の開示の申出があったときは，評価権者は，評価書（規則第2条第2項の高

等裁判所の長官による調整及び補充が行われる場合には，その調整及び補充後

のもの）の写しを交付する方法により，開示する。 、

第3不服のある場合の手続

1 不服の申出の方法

規則第5条第1項に定める不服の申出は，評価書を開示した日から1週間以

内に，その理由を具体的に記載した書面を提出する方法により行う。

2調査

1の不服の申出があった場合には，評価権者は，不服を申し出た裁判官に必

要な説明を求め，その他の者に対して説明その他の必要な協力を依頼し，又は

必要な調査を行うものとする。

3評価書の記載内容の修正等及び通知

（1） 評価権者は， 2の調査の結果，不服の申出に理由があると認める場合は評

価書に付記する方法により評価書の記載内容を修正し，不服の申出に理由が

ないと認める場合はその旨を評価書に付記する。

（2）規則第2条第2項の高等裁判所の長官は， (1)により付記がされた評価書に

付記する方法により調整及び補充をする。

（3）規則第5条第4項の通知は， (1)又は(2)により付記がされた評価書の写しを

不服を申し出た裁判官に交付する方法により行う。

第4評価書等の保管等

評価書その他人事評価に関する書面の保管等については，人事局長が定める。

第5 その他

この通達に定めるもののほか，裁判官の人事評価の運用に関し必要な事項は，
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人事局長が定める。

付記

この通達は，平成16年4月1日から実施する。

平成16年8月1日を基準日として行う人事評価の評価期間は，平成15年8

１
２

月1日から平成16年7月31日までとする。
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(別紙）

評価項目及び評価の視点

1 事件を適切に処理するのに必要な資質・能力（事件処理能力）

○法律知識，法的判断に必要な資質・能力（法的判断能力）

・ 法律知識の正確性．十分性

・ 法的問題についての理解力・分析力・整理力・応用力

・ 証拠を適切に評価する能力

・ 法的判断を適切に表現する能力

・ 合理的な期間内に調査等を遂げて判断を形成する能力など

○裁判手続を合理的に運営するのに必要な資質・能力（手続運営能力）

・ 法廷等における弁論等の指揮能力

・ 当事者との意思疎通能力

・ 担当事件全般を円滑に進行させる能力など

2部等を適切に運営するのに必要な資質・能力（組織運営能力）

・ 部又は裁判所組織全体を円滑に運営する能力

・ 職員に対する指導能力

・ 職員・裁判官等に適切に対応する能力など

3裁判官として職務を行う上で必要な一般的資質・能力（一般的資質・能力）

○識見

． 幅広い教養に支えられた視野の広さ

・ 人間性に対する洞察力

・ 社会事象に対する理解力など

○人物・性格

廉直さ，公平さ，寛容さ，勤勉さ，忍耐力， 自制心，決断力,慎重さ, i

さ，思考の柔軟性，独立の気概，精神的勇気，責任感，協調性，積極性

など

慎重さ，注意深

積極性
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最高裁人任E第422号

（人い－1）

平成16年3月26日

殿
殿
殿
殿
殿
殿
殿
殿

高等裁判所長官

地方裁判所長

家庭裁判所長

最高裁判所首席調査官

最高裁判所事務総局局課長

司法研修所長

裁判所書記官研修所長

家庭裁判所調査官研修所長

最高裁判所事務総局人事局長山崎敏充

裁判官の人事評価の実施等について（通達）

平成16年3月26日付け最高裁人任E第421号事務総長依命通達「裁判官の

人事評価に関する規則の運用について」 （以下「総長依命通達」 という。）記第1

の6及び記第5の定めに基づき，標記の実施等について下記のとおり定めましたか

ら， これによってください。

なお，簡易裁判所に対しては，所管の地方裁判所長から伝達してください。

記

第1 人事評価の実施

1 評価対象裁判官への評価権者に関する通知

総長依命通達記第1の3の(2)のただし書又は同(3)のイのただし書の定めによ

り評価権者を定めた場合には， 当該評価権者は，その旨を評価対象裁判官に通

知する。

2評価情報の把握
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(1) 評価期間の途中で評価権者又は評価対象裁判官に異動があった場合におい

て必要があるときは，評価権者は，前任の評価権者又は評価対象裁判官の異

動前の評価権者から情報を得るものとする。ただし，その評価権者が裁判所

に在職していない場合は， この限りでない。

（2） 評価権者は，必要に応じて，評価対象裁判官が補職されている裁判所の長

又は総長依命通達記第1の3の(3)のイの職務代行庁の長から情報を得るもの

とする。

3裁判官第三カード

（1） 総長依命通達記第1の5の書面（以下「裁判官第三カード」という。）は，

別紙様式第1による。

（2） 評価権者は，裁判官第三カードの提出期限を評価対象裁判官に通知する。

（3） 評価権者は，裁判官第三カードが提出された後評価書を作成するまでに評

価対象裁判官が異動した場合には， 同人が作成した裁判官第三カードを速や

かに異動後の評価権者に送付する。

（4） 裁判官第三カードは， 5の(2)から(4)までの定めにより評価害を提出する際

に，評価書と共に提出する。

4人事評価のための面談の代行

評価権者は，総長依命通達記第1の6のただし書きの定めにより面談を代行

させる必要があると認める場合には， あらかじめ人事局長と協議する。

5評価書の作成及び提出

（1） 総長依命通達記第1の7の評価書は，別紙様式第2により作成する。

（2） 地方裁判所長及び家庭裁判所長は，その作成した評価書を，裁判官の人事

評価に関する規則（平成16年最高裁判所規則第1号。以下「規則」という。）

第2条第2項の高等裁判所の長官に対し，その定める日までに提出する。

（3） 高等裁判所長官は，その作成した評価書並びに地方裁判所長及び家庭裁判

所長から提出された評価書(規則第2条第2項の調整及び補充後のもの）を，
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人事局長に対し，その定める日までに提出する。規則第2条第2項の調整及

び補充後の評価書については，その写しを評価権者に送付する。

（4） 最高裁判所の事務総局局課長，首席調査官及び研修所長は，作成した評価

書を，人事局長に対し，その定める日までに提出する。

（5） 規則第5条第1項に定める不服の申出があった場合は， (3)及び(4)の評価書

の提出は， 同条第4項の通知後速やかに行う。

第2評価書の開示手続

1 開示の申出

評価書の開示の申出は，評価権者の所属する裁判所の人事課長（人事課長の

置かれていない裁判所及び最高裁判所の研修所にあっては総務課長，研修所を

除く最高裁判所にあっては人事局任用課長）が口頭又は別紙様式第3による評

価書の開示申出書により受け付ける。

2 開示の申出の期間の通知

評価権者は，毎年，開示の申出の期間を評価対象裁判官に通知する。

3 開示の記録

評価書を開示した場合には，開示した日を適宜の方法により記録する。

第3 不服がある場合の手続

1 不服の申出

規則第5条第1項に定める不服の申出は，別紙様式第4による不服申出書を

第2の1に定める人事課長に提出して行う。

2評価権者が地方裁判所長又は家庭裁判所長である場合の取扱い

（1） 評価権者は，規則第2条第2項の高等裁判所の長官から評価書の送付を受

け，総長依命通達記第3の3の(1)に従って評価書に付記した上，不服申出書

と共に規則第2条第2項の高等裁判所の長官に提出する。

(2) (1)の高等裁判所の長官は，総長依命通達記第3の3の(2)に従って評価害に

付記した上，不服申出書と共に人事局長あてに提出する。
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（3） (2)の高等裁判所の長官は， (2)の付記をした評価書の写しを評価権者に送付

し，評価権者は， これを不服を申し出た裁判官に交付する。

3評価権者が地方裁判所長及び家庭裁判所長以外の者である場合の取扱い

（1） 評価権者は，総長依命通達記第3の3の(1)に従って評価書に付記した上，

不服申出書と共に人事局長あてに提出する。

（2） 評価権者は, (1)の付記をした評価書の写しを不服を申し出た裁判官に交付

する。

付記

この通達は，平成16年4月1日から実施する。
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(別紙様式第1）

裁判官第 カー ド
一
一
一

画回 平成 年 月 日現在

UU

氏 名

(年齢）

（ 歳）

③
所
属
庁

職名 口所長口支部長口部総括口司掌者□

現任地勤務年月数 年 月 （現所属庁勤務年月数 年 月）

現在の担当

事務・割合

民 事（ ％）

（専門部等 ）

刑 事（ ％）

家 事（ ％）

少 年（ ％）

司法行政（ ％）

ｊ
ｊ
ｊ

％
％
％

ｌ
く
く

現在までの

担当事務等

とその年月

数

民 事 年 月

内訳（執行） 年 月

（ ） 年 月

（ ） 年 月

刑 事 年 月

家 事 年 月

少 年

司法行政
年
年
年
年
年
年

月
月
月
月
月
月

月
月
月
月

年
年
年
年

合計 年 月

単独訴訟事件を扱っていた期間 民事 年 月 刑事 年 月

自己の職務に関する客観的な事実及びそれに関連する状況， それらに対する所感等

へ－



(別紙様式第2）

函辺
評価書（平成○○年）

－1■■ I■■ I■■ 1■■ 4■■ｰー‐ーｰ‐ー－－4■■■■ ,■■ー1■■ーⅡ■■ 1■■■■ l■■ 4■■ I■■ 4■■ー■■ー'■■■■■■ 1■■－－1■■ー1■■■■ーー■■ 1■■ I■■■■ 1■■ 1■■■■ 4■■ーー一一一一一一ー1■■ q■■ー1■■■■ 1■■ーｰｰ‐ー－1■■ー1■

昭和○○年○○月○○日生[評価対象裁判官氏名］

[評価対象裁判官の所属裁判所］ ［評価対象裁判官の官名］○○期

一一■■Dー一Ⅱ■■一一q■■－，■■ー4■■■■ーーI■■一一■■ I■■ 1■■ I■■一一ーー1■■ 1■■ｰ－－1■■ 4■■ 1■■ー1■■■■ 4■■■■ 1■■■■ー1■■ 1■■ー1■■■■ーーｰ－－1■■ｰ一ｰ一■■ 1■■■■■■ I■■ 4■■ Ⅱ■■ーｰ1■■一1■■ー■■ I■■ー■

平成○○年○月○日

［評価権者職名］ [評価権者氏名］ 印

一一一一ｰイ■■ 1■■■■ I■■ ‘■■ I■■■■ I■■ー1■■ '■■■■■■ Ⅱ■■一一ｰｰ‐一■■ I■■■■ー■■ーｰー'■■ 1■■ーｰ－1■■一一■■＝1■■ーｰ1■■ー一一！■■■■ 1■■■■ー■■ーｲ■■ーｰｰー1■■■■ーｲ■■ーI■■ーー■■ーｰ■■■■ー■■ーｲ■■

平成○○年○月○日

○○高等裁判所長官○○○○印
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(別紙様式第3）

平成○○年○○月○○日

[評価権者職名］ 殿

[申出者の所属裁判所及び官名］

[申出者の記名押印］

評価書の開示申出書

私に係る本年度の評価書の開示を申し出ます。
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(別紙様式第4）

平成○○年○○月○○日

[評価権者職名］ 殿

[不服申出者の所属裁判所及び官名］

[不服申出者の記名押印］

不服申出書

私に係る本年度の評価書の記載内容について,下記のとおり不服がありますので，

申し出ます。

記

(不服の理由）
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最高裁人任E第423号

（人い－1）

平成16年3月26日

高等裁判所長官殿

地方裁判所長殿

家庭裁判所長殿

最高裁判所事務総局人事局長山崎敏充

裁判官の人事評価に係る評価書の保管等について（通達）

平成16年3月26日付け最高裁人任E第421号事務総長依命通達「裁判官の

人事評価に関する規則の運用について」 （以下「総長依命通達」 という。）記第4

の定めに基づき，標記の保管等について下記のとおり定めましたから， これによっ

てください。

記

1 保管及び廃棄

（1） 評価権者は，総長依命通達記第1の7の評価書（裁判官の人事評価に関する

規則（平成16年最高裁判所規則第1号。以下「規則」 という。）第2条第2

項又は第5条第3項の高等裁判所の長官による調整及び補充が行われた場合に

は，その調整及び補充後のもの)， 同5の書面（以下「裁判官第三カード」 と

いう。）及び総長依命通達記第3の1の書面（以下「評価書等」 という。）の

各写しをその評価書等が作成された司法年度の翌年度の初日 （以下「保管基準

日」 という。）から10年を経過するときまで保管する。

（2） 高等裁判所長官は， (1)の評価書等の写しのほか， 自らが調整及び補充を行う

評価対象裁判官に関する評価書等の写しを保管基準日から10年を経過すると
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きまで保管する。

(3)評価書等の写しについては，取扱者の範囲を限定し，授受及び保管に特に注

意する等その取扱いを慎重にし，秘密の保持に努めなければならない。

(4)評価権者及び規則第2条第2項の高等裁判所の長官（以下「評価権者等｣ と

いう。）は，保管基準日から10年を経過したときは，評価書等の写しを速や

かに廃棄する。

（5） 評価権者等は，評価対象裁判官が高等裁判所長官に任命されたときは，同人

に関する評価書等の写しを，その任命後速やかに廃棄する。

（6） 評価権者等は，評価対象裁判官が退官し，又は検察官等に転官したときは，

同人の評価書等の写しを，その退官又は転官後速やかに廃棄する。

2移管

（1）移管の方法

ア評価権者間の移管

評価対象裁判官が異動した場合には，異動前の評価権者は，その保管する

評価書等の写しを異動後の評価権者（評価権者が最高裁判所に勤務する者で

ある場合には，人事局長）に送付する。

なお，評価対象裁判官が地方裁判所又は家庭裁判所から高等裁判所に異動

した場合においても同様とし，高等裁判所長官は，受領した評価書等の写し

を，次回以降の異動の際に異動後の評価権者に送付するために保管する。

イ高等裁判所長官間の移管

（ｱ） 規則第2条第2項の高等裁判所の長官は，その所属する高等裁判所の

管内の評価対象裁判官が高等裁判所管外に異動した場合には，異動後に所

属する裁判所の所在地を管轄する高等裁判所の長官に，その保管する評価

書等の写しを送付する。

（ｲ）評価対象裁判官が東京高等裁判所管外から最高裁判所に異動した場合に

は，その裁判官が異動前に所属した裁判所の所在地を管轄する高等裁判所
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の長官は,東京高等裁判所長官にその保管する評価書等の写しを送付する。

評価対象裁判官が東京高等裁判所管内から最高裁判所に異動した場合に

は，東京高等裁判所長官は，その保管する評価書等の写しを引き続き保管

する。

(ｳ）評価対象裁判官が最高裁判所から東京高等裁判所管外に異動した場合に

は，東京高等裁判所長官は，その裁判官が異動後に所属する裁判所の所在

地を管轄する高等裁判所の長官に，その保管する評価書等の写しを送付す

る。

ウ検察官等に転官した後，裁判官に復帰した場合

人事局長は，評価書等の写しを評価権者に送付する。ただし，評価権者が

地方裁判所長又は家庭裁判所長である場合には，評価書等の写しをその所属

する裁判所の所在地を管轄する高等裁判所の長官（最高裁判所に復帰した場

合には東京高等裁判所長官）に併せて送付する。

(2) 送付上の注意点

評価書等の写しの送付に当たっては，封書に「極秘」 と表示して慎重に取り

扱う。

付記

この通達は，平成16年4月1日から実施する。
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最高裁人任E第425号

（入る－1）

平成16年3月26日

殿
殿
殿
殿
殿
殿
殿
殿

高等裁判所長官

地方裁判所長

家庭裁判所長

最高裁判所首席調査官

最高裁判所事務総局局課長

司法研修所長

裁判所書記官研修所長

家庭裁判所調査官研修所長

最高裁判所事務総局人事局長山崎敏充

裁判官の報告書等の取扱いについて（通達）

平成16年3月26日付け最高裁人任E第421号事務総長依命通達「裁判官の

人事評価に関する規則の運用について」が発出されたことに伴い，同年4月1日現

在保管している人事評価に関する書面及びその写しの保管及び移管については，裁

判官の人事評価に関する規則（平成16年最高裁判所規則第1号）第4条の評価書

の例による。
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最高裁人任E第687号

（人い－1）

平成16年6月17日

高等裁判所長官殿

地方裁判所長殿

家庭裁判所長殿

最高裁判所事務総局人事局長山崎敏充

裁判官の再任等に関する事務について（通達）

標記の事務について下記のとおり定めましたから， これによってください。

記

第1 判事又は判事補に任命されている者の再任等に関する事務

1任期終了等報告

（1）対象期間，基準日並びに報告及び書面提出期限

次の表のとおりとする。

(2)報告の対象

各基準日において各裁判所に所属する予定の判事又は判事補に任命されて

43

対象期間 基準日 報告及び書面提出期限

前期 1月31日から

9月29日まで

対象期間開始直前

の8月1日

報告及び(4)のアにつき基準日直

前の7月21日 、 同イ及びウに

つき基準日直後の8月5日

後期 9月30日から

翌年の1月30

日まで

対象期間開始直前

の1月1日

報告及び(4)のアにつき基準日直

前の12月21日 , 同イ及びウ

につき基準日直後の1月10日



いる者であって，各対象期間内に本官若しくは兼官たる判事若しくは判事補

の任期が終了するもの又は判事任命資格を取得するもの（以下「任期終了等

裁判官」 という。 ）を対象とする｡

（3）報告の方法

各裁判所は，任期終了等裁判官の再任又は判事任命の希望の有無について，

前期又は後期ごとに確認する。その結果については，高等裁判所がその管轄

区域内の各裁判所分を別紙様式第1により取りまとめ，各報告期限までに人

事局長あて報告する。

（4）提出書面

(3)に定める報告に当たっては，任期終了等裁判官のうち再任又は判事任命

を希望する者に係る次に掲げる書面を各提出期限までに提出する。

ア別紙様式第2－1 （判事再任願）又は別紙様式第2－2 （判事任命願）

イ別紙様式第3 （略歴カード） （基準日現在において当該任期終了等裁判

官の作成に係るもの）

ウ別紙様式第4－1 （再任（判事任命）希望者に関する報告書） （前期に

ついては，裁判官の人事評価に関する規則（平成16年最高裁判所規則第

1号）第2条第1項及び平成16年3月26日付け最高裁人任E第421

号事務総長依命通達「裁判官の人事評価に関する規則の運用について」記

第1の3により定められた評価権者が作成する。後期については前期に準

じる。 ）

2再任（判事任命）上申及び任期終了退官（不再任）上申

(1)上申の対象

次に掲げる者（以下「上申対象裁判官） という。 ）を対象とする。

ア各裁判所に所属する判事又は判事補に任命されている者であって，同一

月中に本官若しくは兼官たる判事若しくは判事補の任期が終了するもの又

は判事任命資格を取得するもの
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イ各裁判所に所属する判事又は判事補に任命されている者であって，同一

月中に兼官たる簡易裁判所判事の任期が終了するもの

（2）上申の方法

高等裁判所長官は，その管轄区域内の上申対象裁判官について一括して，

その任期が終了し，又は判事任命資格を取得する月の前々月の15日までに，

別紙様式第5－1又は別紙様式第5－2により，それぞれ再任（判事任命）

上申又は任期終了退官（不再任）上申を最高裁判所長官あて行う。

なお， 当該月中に上申対象裁判官がいない場合には，その旨を適宜の方法

で人事局長あて報告する。

（3） 添付書面

(2)に定める上申には，次に掲げる者の区分に従い，それぞれの者の作成に

係る次の書面を添付する。

ア再任又は判事任命時に簡易裁判所判事に兼ねて任命するのが相当である

者別紙様式第6－1 （兼官承諾書）

イ兼官たる簡易裁判所判事の任期終了後引き続き簡易裁判所判事に兼ねて

任命するのが相当である者別紙様式第6－2 （兼官承諾書）

ウ任期終了による退官を希望する者別紙様式第7 （任期終了による退官

願）

2簡易裁判所判事（兼ねて判事又は判事補に任命されている者を除く。 ）の再

任等に関する事務

1 再任上申及び任期終了退官上申

(1)上申の対象

各高等裁判所の管轄区域内の簡易裁判所に所属する簡易裁判所判事（兼ね

て判事又は判事補に任命されている者を除く。以下同じ。 ）であって，同一

月中に任期が終了するもの（以下「上申対象簡裁判事」という。 ）を対象と

する。

第2
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（2） 上申の方法

高等裁判所長官は，上申対象簡裁判事について一括して，その任期が終了

する月の前々月の15日までに，別紙様式第5－1又は別紙様式第5－2に

より，それぞれ再任上申又は任期終了退官上申を最高裁判所長官あて行う。

なお， 当該月中に上申対象簡裁判事がいない場合には，その旨を適宜の方

法で人事局長あて報告する。

2添付書面

1に定める上申には，次に掲げる者の区分に従い，それぞれの者に係る次の

書面を添付する。

（1）再任を希望する者

ア別紙様式第8 （簡易裁判所判事再任願） （当該上申対象簡裁判事の作成

に係るもの）

イ別紙様式第4－2 （再任希望者に関する報告書） （裁判官の人事評価に

関する規則（平成16年最高裁判所規則第1号）第2条第1項及び平成1

6年3月26日付け最高裁人任E第421号事務総長依命通達「裁判官の

人事評価に関する規則の運用について」記第1の3の定めによる評価権者

に準じた者の作成に係るもの）

（2）任期終了による退官を希望する者別紙様式第7 （任期終了による退官

願） （上申対象簡裁判事の作成に係るもの）

付記

この通達は，平成16年7月1日から実施する。

付記（平成19． 7． 1人任-E第001663号）

この通達は，平成19年7月1日から実施する。

付記（平成21． 10． 27人任-E第002741号）

この通達は，平成21年12月1日から実施する。

付記（平成23． 3． 4人任-E第000278号）
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この通達は，平成23年4月1日から実施する。

付記（平成28． 3． 15人任一第687号）

この通達は，平成28年4月1日から実施する。

羨式第4－1及び2を除く） ）(別紙様式添付省略（同様式第
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(別紙様式第4－1）

再任（判事任命）希望者に関する報告書

48

再任(判事任

命)希望者

官職 氏名

（ 期）

過去10年の執務状況

所 見

平成 年 月 日

官職 氏名 ④



(別紙様式第4－2）

再任希望者に関する報告書

49

再任希望者 官職 氏名

所 見

平成 年 月 日

官職 氏名 ③



○裁判官及び裁判官の秘書官の年次休暇等に関する規程

（昭和60年12月18日最高裁判所規程第5号） （抄）

の年次休暇、病気休暇及び特裁判官及び裁判官の秘書官（以下「裁判官等」 という。 ）

別休暇については、裁判官等以外の裁判所職員の例による。

(原文は縦書き）
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下級裁判所の裁判官の休暇等の取扱要綱

3高等裁判所長官申合せ）
4－ 部 改 正）
9－ 部 改 正）
0－ 部 改 正）
1－ 部 改 正）
3－ 部 改 正）
5－ 部 改 正）
9－ 部 改 正）

(昭和5
(昭和5

(昭和6

(平成
(平成
(平成
(平成1
(平成1

●
●
●
◆
●
●
●
●

２
８
１
３
５
８
１
５

１
１●

●
●
●
●
●
●
●

１
１
１
１
１
６
１
６

１
１

１
１
１
２
１

l 年次休暇

年次休暇の日数のうち10日は，できる限り， 7月21日から8月31日まで

の間（以下「夏期」 という。）に取得させるものとすること。

2年次休暇の連続取得

（1）在職15年以上の裁判官については， 10年間に1回，本人の選択する時季

に，年次休暇を10日以上連続して取得することができるよう配慮するものと

すること。

（2） 前項の定めにより年次休暇を取得しようとする裁判官は，下記の表記載の申

請期限までに，所属する裁判所の長（簡易裁判所に勤務する裁判官にあっては，

その所在地を管轄する地方裁判所の長。以下「所属庁の長」 という。）に申請

するものとし，所属庁の長は，事務に支障がある場合を除き， これを承認する

ものとすること。

3 夏期在宅研究等

（1）裁判官は，夏期に， 10日を超えない期間，記録の調査，法律の研究等のた

め，在宅研究を行うことができるものとすること。
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年次休暇の連続取得の始期 申請期限

4月1日から9月30日 2月末日

10月1日から3月31日 8月末日



（2） 夏期における年次休暇（2の定めにより取得するものを除く。），夏季休暇

及び前項の在宅研究は，特別の事由のない限り，併せて20日を超えないもの

とすること。

4 内国旅行

裁判官は, 1泊以上の私事旅行をする場合には，所属庁の長に旅行届を提出す

るものとすること。ただし，部の事務を総括する裁判官，支部長，司法行政事務

を掌理する裁判官又は所属庁の長にあらかじめ緊急連絡先（携帯電話の電話番号

を含む｡）を届け出ることにより，緊急時に連絡を取ることができる場合には，

これに代えることができるものとすること。

5外国旅行

（1）裁判官は，外国へ私事旅行をする場合には，あらかじめ，所属庁の長（高等

裁判所長官，地方裁判所長及び家庭裁判所長にあっては，最高裁判所長官）の

承認を受けなければならないものとすること。

（2） 裁判官の外国への私事旅行は，特別の事由のない限り，次に掲げる各要件を

備えていなければならないものとすること。

ア 日曜日，土曜日，休日，年次休暇又は特別休暇を使用するものであること。

イ事務に支障のないものであること。

ウ本邦と外交関係のある国又はこれに準ずる地域へのものであること。
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緊急連絡先届

所属

氏名

現在の住居の電話番号1

■■■■■■■■ －

自宅（1以外にある場合）の電話番号2

』■■■■■■ －

緊急連絡先((1)又は(2)のいずれかの記載で足りる｡）3

(1) 世帯主等の氏名

続柄等

電話番号

一 ■■■■■■■■■

(2)携帯電話

1■■■■■■ ー
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○一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律

（平成6年6月15日公布法律第33号） （抄）

（一週間の勤務時間）

第五条職員の勤務時間は、休憩時間を除き、一週間当たり三十八時間四十五分

とする。

2 国家公務員法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定によ

り採用された職員で同項に規定する短時間勤務の官職を占めるもの（以下「再

任用短時間勤務職員」 という。 ）の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休

憩時間を除き、一週間当たり十五時間三十分から三十一時間までの範囲内で、

各省各庁の長が定める。

（週休日及び勤務時間の割振り）

第六条 日曜日及び土曜日は、週休日 （勤務時間を割り振らない日をいう。以下

同じ。 ）とする。ただし、各省各庁の長は、再任用短時間勤務職員については、

これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの五日間において、週休日を設け

ることができる。

2 各省各庁の長は、月曜日から金曜日までの五日間において、一日につき七時

間四十五分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、再任用短時間勤務職員

については、一週間ごとの期間について、一日につき七時間四十五分を超えな

い範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

3 各省各庁の長は、職員（人事院規則で定める職員及び次条の規定の適用を受

ける職員を除く。以下この条において同じ。 ）について、始業及び終業の時刻

について職員の申告を考慮して当該職員の勤務時間を割り振ることが公務の

運営に支障がないと認める場合には、前項の規定にかかわらず、人事院規則の

定めるところにより、職員の申告を経て、四週間を超えない範囲内で週を単位

として人事院規則で定める期間（次項において「単位期間」 という。 ）ごとの

期間につき前条に規定する勤務時間となるように当該職員の勤務時間を割り

振ることができる。

4 各省各庁の長は、次に掲げる職員について、週休日並びに始業及び終業の時

刻について、職員の申告を考慮して、第一項の規定による週休日に加えて当該
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職員の週休日を設け、及び当該職員の勤務時間を割り振ることが公務の運営に

支障がないと認める場合には、同項及び第二項の規定にかかわらず、人事院規

則の定めるところにより、職員の申告を経て、単位期間ごとの期間につき第一

項の規定による週休日に加えて当該職員の週休日を設け、及び当該期間につき

前条に規定する勤務時間となるように当該職員の勤務時間を割り振ることが

できる。

一子（民法（明治二十九年法律第八十九号）第八百十七条の二第一項の規定

により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立

について家庭裁判所に請求した者（当該請求に係る家事審判事件が裁判所に

係属している場合に限る。 ）であって、当該職員が現に監護するもの、児童

福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第二十七条第一項第三号の規定に

より同法第六条の四第一項に規定する里親である職員に委託されている児

童のうち、当該職員が養子縁組によって養親となることを希望している者そ

の他これらに準ずる者として人事院規則で定める者を含む。 ）の養育又は配

偶者等（配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含

む。以下この号において同じ。 ） 、父母、子、配偶者の父母その他人事院規

則で定める者をいう。第二十条第一項において同じ。 ）の介護をする職員で

あって、人事院規則で定めるもの

二前号に掲げる職員の状況に類する状況にある職員として人事院規則で定

めるもの

（休暇の種類）

第十六条職員の休暇は、年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時

間とする。

（年次休暇）

第十七条年次休暇は、一の年ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年にお

いて、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、 当該各号に掲げる日数とする。

一次号及び第三号に掲げる職員以外の職員二十日 （再任用短時間勤務職員

にあっては、その者の勤務時間等を考慮し二十日を超えない範囲内で人事院

規則で定める日数）

二次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年の中途において新たに職員
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となり、又は任期が満了することにより退職することとなるものその年の

在職期間等を考慮し二十日を超えない範囲内で人事院規則で定める日数

三当該年の前年において独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第

二条第四項に規定する行政執行法人の職員、特別職に属する国家公務員、地

方公務員又は沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事

業と密接な関連を有する法人のうち人事院規則で定めるものに使用される

者（以下この号において「行政執行法人職員等」 という。 ）であった者であ

って引き続き当該年に新たに職員となったものその他人事院規則で定める

職員行政執行法人職員等としての在職期間及びその在職期間中における

年次休暇に相当する休暇の残日数等を考慮し、二十日に次項の人事院規則で

定める日数を加えた日数を超えない範囲内で人事院規則で定める日数

2 年次休暇（この項の規定により繰り越されたものを除く。 ）は、人事院規則

で定める日数を限度として、 当該年の翌年に繰り越すことができる。

3 年次休暇については、その時期につき、各省各庁の長の承認を受けなければ

ならない。この場合において、各省各庁の長は、公務の運営に支障がある場合

を除き、 これを承認しなければならない。

（病気休暇）

第十八条病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤

務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。

（特別休暇）

第十九条特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特

別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として人事院規則で

定める場合における休暇とする。この場合において、人事院規則で定める特別

休暇については、人事院規則でその期間を定める。

（介護休暇）

第二十条介護休暇は、職員が要介護者（配偶者等で負傷、疾病又は老齢により

人事院規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。

以下同じ。 ）の介護をするため、各省各庁の長が、人事院規則の定めるところ

により、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継

続する状態ごとに、三回を超えず、かつ、通算して六月を超えない範囲内で指
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定する期間（以下「指定期間」 という。 ）内において勤務しないことが相当で

あると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇については、一般職の職員の給与に関する法律第十五条の規定にか

かわらず、その期間の勤務しない一時間につき、同法第十九条に規定する勤務

一時間当たりの給与額を減額する。

（介護時間）

第二十条の二介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々

が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する三年の期間（当該

要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。 ）内において一日の勤務時間

の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇と

する。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において一日につき二時間を超え

ない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間については、一般職の職員の給与に関する法律第十五条の規定にか

かわらず、その勤務しない一時間につき、同法第十九条に規定する勤務一時間

当たりの給与額を減額する｡

（病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認）

第二十一条病気休暇、特別休暇（人事院規則で定めるものを除く。 ） 、介護休

暇及び介護時間については、人事院規則の定めるところにより、各省各庁の長

の承認を受けなければならない。

（人事院規則への委任）

第二十二条第十六条から前条までに規定するもののほか、休暇に関する手続そ

の他の休暇に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

（原文は縦書き）
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○職員の勤務時間、休日及び休暇

（平成6年7月27日人事院規則15－14） （抄）

（特別休暇）

第二十二条勤務時間法第十九条の人事院規則で定める場合は、次の各号に掲げ

る場合とし、その期間は、 当該各号に定める期間とする。

一職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しない

ことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

二職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団

体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得な

いと認められるとき 必要と認められる期間

三職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血

幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行

い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若

しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又

は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認

められるとき必要と認められる期間

四職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動（専

ら親族に対する支援となる活動を除く。 ）を行う場合で、その勤務しないこ

とが相当であると認められるとき 一の年において五日の範囲内の期間

イ 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその

周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

ロ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは

精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必

要な措置を講ずることを目的とする施設であって人事院が定めるものに

おける活動

ハイ及びロに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は

疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の

日常生活を支援する活動

五職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められ
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る行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 人事院が

定める期間内における連続する五日の範囲内の期間

六六週間（多胎妊娠の場合にあっては、十四週間）以内に出産する予定であ

る女子職員が申し出た場合出産の日までの申し出た期間

七女子職員が出産した場合出産の日の翌日から八週間を経過する日まで

の期間（産後六週間を経過した女子職員が就業を申し出た場合において医師

が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。 ）

八生後一年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認め

られる授乳等を行う場合一日二回それぞれ三十分以内の期間（男子職員に

あっては、その子の当該職員以外の親（当該子について民法（明治二十九年

法律第八十九号）第八百十七条の二第一項の規定により特別養子縁組の成立

について家庭裁判所に請求した者（当該請求に係る家事審判事件が裁判所に

係属している場合に限る。 ）であって当該子を現に監護するもの又は児童福

祉法第二十七条第一項第三号の規定により当該子を委託されている同法第

六条の四第一項に規定する里親であって、養子縁組によって養親となること

を希望している者若しくは同条第二項に規定する養育里親である者（同法第

二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁

組によって養親となることを希望している者として委託することができな

い者に限る。 ）を含む。 ）が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日

におけるこの号の休暇（これに相当する休暇を含む。 ）を承認され、又は労

働基準法（昭和二十二年法律第四十九号）第六十七条の規定により同日にお

ける育児時間を請求した場合は、一日二回それぞれ三十分から当該承認又は

請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間）

九職員が妻（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。

次号において同じ。 ）の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められ

る場合人事院が定める期間内における二日の範囲内の期間

十職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の六週間（多胎妊娠の場

合にあっては、十四週間）前の日から当該出産の日後八週間を経過する日ま

での期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達

するまでの子（妻の子を含む。 ）を養育する職員が、 これらの子の養育のた

（
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め勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における五

日の範囲内の期間

十一小学校就学の始期に達するまでの子（配偶者の子を含む。以下この号に

おいて同じ。 ）を養育する職員が、その子の看護（負傷し、若しくは疾病に

かかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして人事

院が定めるその子の世話を行うことをいう。 ）のため勤務しないことが相当

であると認められる場合一の年において五日（その養育する小学校就学の

始期に達するまでの子が二人以上の場合にあっては、十日）の範囲内の期間

十二勤務時間法第二十条第一項に規定する要介護者（以下「要介護者」 とい

う。 ）の介護その他の人事院が定める世話を行う職員が、当該世話を行うた

め勤務しないことが相当であると認められる場合一の年において五日（要

介護者が二人以上の場合にあっては、十日）の範囲内の期間

十三職員の親族（別表第二の親族欄に掲げる親族に限る。 ）が死亡した場合

で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等の

ため勤務しないことが相当であると認められるとき親族に応じ同表の日

数欄に掲げる連続する日数（葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往

復に要する日数を加えた日数）の範囲内の期間

十四職員が父母の追悼のための特別な行事（父母の死亡後人事院の定める年

数内に行われるものに限る。 ）のため勤務しないことが相当であると認めら

れる場合一日の範囲内の期間

十五職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭

生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合一の年

の七月から九月までの期間内における、週休日、勤務時間法第十三条の二第

一項の規定により割り振られた勤務時間の全部について超勤代休時間が指

定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する三日の範囲

内の期間

十六地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その

他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められる

とき 七日の範囲内の期間

イ職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業
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等を行い、又は一時的に避難しているとき。

ロ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が

著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことが

できないとき。

十七地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤するこ

とが著しく困難であると認められる場合必要と認められる期間

十八地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が

退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得な

いと認められる場合必要と認められる期間

2 前項第九号から第十二号までの休暇（以下この条において「特定休暇」 とい

う。 ）の単位は、一日又は一時間とする。ただし、特定休暇の残日数のすべて

を使用しようとする場合において、当該残日数に一時間未満の端数があるとき

は、 当該残日数のすべてを使用することができる。
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年次休暇日数表
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在 職 期 間 日 数

一月に達するまでの期間 二日

一月を超え二月に達するまでの期間 三日

二月を超え三月に達するまでの期間 五日

三月を超え四月に達するまでの期間 七日

四月を超え五月に達するまでの期間 八日

五月を超え六月に達するまでの期間 十日

六月を超え七月に達するまでの期間 十二日

七月を超え八月に達するまでの期間 十三日

八月を超え九月に達するまでの期間 十五日

九月を超え十月に達するまでの期間 十七日

十月を超え十一月に達するまでの期間 十八日

十一月を超え一年未満の期間 二十日



忌引日数表
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親 族 日 数

配偶者

父母

七日

子 五日

祖父母 三日 （職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受

ける場合にあっては、七日）

孫 一日

兄弟姉妹 三日

おじ又はおば 一日 （職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受

ける場合にあっては、七日）

父母の配偶者又は配偶者

の父母

三日 （職員と生計を一にしていた場合にあっては、

七日）

子の配偶者又は配偶者の

子

一日 （職員と生計を一にしていた場合にあっては、

五日）

祖父母の配偶者又は配偶

者の祖父母

兄弟姉妹の配偶者又は配

偶者の兄弟姉妹

一日 （職員と生計を一にしていた場合にあっては、

三日）

おじ又はおばの配偶者 一日



○裁判官及び裁判官の秘書官の保健及び安全保持に関する規程

平成二八年一二月二一日

最高裁判所規程第五号

裁判官及び裁判官の秘書官(以下｢裁判官等」という。）の保健及び安全保持については、

その職務の性質に反しない限り、裁判官等以外の裁判所職員の例による。

附則

この規程は、平成二十九年一月 一日から施行する。

1/1
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○官吏服務紀律

（明治20年7月30日勅令第39号）

朕官吏服務紀律ノ改正ヲ裁可シ弦二之ヲ施行セシム

官吏服務紀律

第一条凡ソ官吏ハ国民全体ノ奉仕者トシテ誠実勤勉ヲ主トシ法令二従上各其職務ヲ尽

スノ、シ

第二条官吏ハ其職務二付本属長官ノ命令ヲ遵守スヘシ但其命令二対シ意見ヲ述ルコトヲ

得

第三条官吏ハ職務ノ内外ヲ問ハス廉阯ヲ重シ貧汚ノ所為アルヘカラス

②官吏ハ職務ノ内外ヲ問ハス威権ヲ濫用セス謹慎懇切ナルコトヲ務ムヘシ

第四条官吏ハ己ノ職務二関スルト又ハ他ノ官吏ヨリ聞知シタルトヲ問ハス官ノ機密ヲ漏

洩スルコトヲ禁ス其職ヲ退ク後二於テモ亦同様トス

②法令二依ル証人鑑定人等卜為り職務上ノ秘密二属スル事項ヲ発表スルニハ本属長官ノ

許可ヲ要ス

第五条官吏ハ私二職務上未発ノ文書ヲ関係人二漏示スルコトヲ禁ス

第六条官吏ハ本属長官ノ許可ナクシテ檀二職務ヲ離し及職務上居住ノ地ヲ離ル、コトヲ

得ス

第七条官吏ハ本属長官ノ許可ヲ得ルー非サレハ営業会社ノ社長又ハ役員トナルコトヲ得

ス

第八条官吏ハ本属長官ノ許可ヲ得ルー非サレハ其職務二関シ慰労又ハ謝儀又ハ何等ノ名

義ヲ以テスルモ直接ト間接トヲ問ハス総テ他人ノ贈遣ヲ受クルコトヲ得ス

②官吏外国ノ君主又ハ政府ヨリ授与セントスル所ノ勲章栄賜俸給並贈遺ヲ受クルニハ内

閣ノ許可ヲ要ス

第九条左二掲ケタル者卜直接二関係ノ職務二居ルノ官吏ハ其饗燕ヲ受クルコトヲ得ス

ー官庁ノエ事ヲ受負う者

一官庁ノ為替方又ハ出納ヲ引受クル者

一官庁ノ補助金ヲ受クル起業者

一官庁ノ用品ヲ調達スル者

一官庁卜諸般ノ契約ヲ結フ者
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第十条凡ソ上官ダル者ハ職務ノ内外ヲ問ハス所属官吏ヨリ贈遣ヲ受クルコトヲ得ス

第十一条官吏並二其家族ハ本属長官ノ許可ヲ得ルー非サレハ直接卜間接トヲ問ハス商

業ヲ営ムコトヲ得ス

第十二条官吏ハ取引相場会社ノ社員タルコトヲ得ス及間接二相場商業二関係スルコトヲ

得ス

第十三条官吏ハ本属長官ノ許可ヲ得ルー非サレハ本職ノ外二給料ヲ得テ他ノ事務ヲ行フ

コトヲ得ス

第十四条浪費シテ産ヲ破り其分二応セサル負債ヲ為ス者ハ過失ノータルヘシ

第十五条官吏ハ私立郵船会社又ハ私立鉄道会社ヨリ無賃乗船無賃乗車切符ヲ受クルコト

ヲ得ス

第十六条凡ソ局長所長其他一部ノ長ハ各所属官吏ヲ監督シ其過失若シ懲戒処分ヲ行フ

ノ区域ノ内二在ラサル者ハ之ヲ訓告スルコトヲ務ムヘシ若シ懲戒処分ヲ要スト認ル

トキハ事状ヲ具ヘテ之ヲ本属長官二稟告スヘシ其情ヲ知り隠蔽シテ票告セサル者亦

過失タルコトヲ免レス

第十七条本紀律ハ官吏及俸給ヲ得テ公務ヲ奉スル者二適用ス

附則〔昭和二二年五月二日勅令第二○六号〕

この勅令は、公布の日から、 これを施行する

（原文は縦書き）

（参考）

○ 日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律

（昭和22年4月18日公布法律第72号） （抄）

第一条 日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定で、法律を以て規定すべき事項

を規定するものは、昭和二十二年十二月三十一日まで、法律と同一の効力を有するもの

とする。

（原文は縦書き）

○国家公務員法の規定が適用せられるまでの官吏の任免等に関する法律

（昭和22年10月21日公布法律第121号）
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国家公務員法の規定が適用せられるまでの官吏の任免等に関する法律をここに公布する。

①官吏その他政府職員の任免、叙級、休職、復職、懲戒その他身分上の事項、俸

給、手当その他給与に関する事項及び服務に関する事項については、その官職に

ついて国家公務員法の規定が適用せられるまでの間、従前の例による。但し、法

律又は人事院規則（人事院の所掌する事項以外の事項については、政令）を以て

別段の定をなしたときは、その定による。

②前項但書の規定による定は、国家公務員法の精神に沿うものでなければならな

い。

附則

①この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。

②第一項中「国家公務員法第十六条の人事委員会規則」 とあるのは、昭和二十三年六月

三十日までは「政令」 と読み替えるものとし、その政令は、臨時人事委員会の助言に基

いて定められなければならない。

附則

この法律は、昭和二十三年一月一日から、 これを施行する。

附則

（施行期日）

第一条この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める日か

ら施行する。

（原文は縦書き）
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裁判官が他の職務に従事する場合の許可等について

平3． 12． 27人能A第14号

高等長官，地方，家庭所長，

最高事務総局局課長， 3研修

所長，最高図書館長宛て事務

総長依命通達

改正 平4人能A第18号

平6人能A第27号

平13人能A第8号

平16人能A第11号

平17人能A第001716号

平28人能第311号

裁判官が他の職務に従事する場合（一定事項の調査，研究，執筆等に継続的又は

定期的に従事する場合を含む。以下同じ。 ）の裁判所法（昭和22年法律第59号）

第52条第2号の規定による最高裁判所の許可等について下記のとおり定めました

ので,． これによってください。

記

第1 報酬を得て他の職務に従事する場合

1 裁判官が報酬（旅費，宿泊料等実費弁償に相当するものを除く。以下同じ。 ）

を得て他の職務に従事する場合の裁判所法第52条第2号の規定による最高裁

判所の許可は，その従事しようとする職務が裁判官としての職務の遂行に支障

がないと認められる場合その他同法の精神に反しないと認められる場合に限り

行う。
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2最高裁判所は，裁判官が報酬を得て大学等の講師の職を兼ねる場合（継続的

又は定期的に兼ねる場合に限る。 ）の許可の権限を，下級裁判所に勤務する裁

判官（高等裁判所長官を除く。 ）については高等裁判所長官に，最高裁判所に

勤務する裁判官のうち別表の左欄に掲げる裁判官については同表の右欄に定め

る者に，それぞれ委任する。

3 2の定めによる許可は，平成4年6月26日付け最高裁人能A第17号事務

総長依命通達「裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の兼業の許可等に

ついて」 （以下「兼業通達」 という。 ）記第4の2の(1)及び(2)に掲げる基準に

該当する場合に限り行う。ただし， この基準によることができない特別の事情

がある場合には，最高裁判所の承認を得て許可することができる。

2報酬を得ないで他の職務に従事する場合

1 裁判官は，報酬を得ないで，国，地方公共団体又は公共的団体に設置された

委員会，協議会又は審議会（これらと同種のものを含む。以下「委員会等」 と

いう。 ）で中央官庁（日本弁護士連合会を含む。以下同じ。 ）に設置されたも

のの委員，幹事又は評議員（これらと同種のものを含む。以下「委員等」 とい

う。 ）の職を兼ねる場合には， あらかじめ最高裁判所の許可を受けなければな

らない。

2裁判官は，報酬を得ないで，他の職務に従事する場合（1に定める場合を除

く。 ）には，あらかじめその所属する裁判所の長（簡易裁判所に勤務する裁判

官にあってはその所在地を管轄する地方裁判所の長，最高裁判所に勤務する裁

判官のうち別表の左欄に掲げる裁判官にあっては同表の右欄に定める者。以下

「所属庁の長」 という。 ）の許可を受けなければならない。ただし，次に掲げ

る団体の役員の職を兼ねるときは， この限りでない。

（1） 兼業通達記第2のただし書の1から5までに掲げる団体

（2） (1)に掲げる団体に準ずる団体であって，所属庁の長がその団体の役員の職

を兼ねることが裁判官の職務の遂行に支障を及ぼさないことが明白であると

第2
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認めて指定するもの

3 1又は2の定めによる許可については，第1の1の定めを準用する。

4所属庁の長は，委員会等（中央官庁に設置された委員会等を除く。 ）の委員

等の兼職を許可する場合には，最高裁判所の承認を得なければならない。ただ

し，委員会等で地方公共団体に設置されたもの並びに各弁護士会に設置された

資格審査会，懲戒委員会及び綱紀委員会の委員等の兼職を許可するときは， こ

の限りでない。

5 4の定めにより最高裁判所の承認を求める場合には， 当該委員会等の設置目

的及び構成， 当該委員等の職務内容，職務に従事する時間等を明らかにした条

例，設置要綱等の資料を添付する。

第3許可手続

1 裁判官は，裁判所法第52条第2号の規定又は第2の定めによる許可（以下

「兼職の許可」 という。 ）を申請する場合には，事前に相当の期間をおいて，

所属庁の長に対し，別紙様式による「裁判官兼職許可申請書」 2部を提出しな

ければならない。

2所属庁の長は， 申請に係る兼職の許可の権限を有しない場合には， 当該申請

に対する意見を付した上， 申請書をその権限を有するものに送付する。

3兼職の許可の権限を有するものは， 申請を許可し，又は許可しなかった場合

には， 申請書にその旨を記載して， 1部を保管し， 1部を申請者に（2に定め

る場合にあっては，所属庁の長を経由して）交付する。

4兼職の許可を受けた裁判官は，てん補等による所属庁の変更があった場合に

は， 1箇月以内に改めて兼職の許可の申請をしなければならない。

第4許可の期間

兼職の許可の期間は， 2年以内とする。

第5 委員会等の委員等への推薦

1 委員会等の委員等への委嘱について関係機関から裁判官の推薦依頼があった
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場合の推薦は，委員会等で中央官庁に設置されたものの委員等については最高

裁判所が，その他の委員会等の委員等については所属庁の長が行う。

2所属庁の長は， 1の定めによる推薦をする場合には，委員会等で地方公共団

体に設置されたもの並びに各弁護士会に設置された資格審査会，懲戒委員会及

び綱紀委員会の委員等にその所属の裁判官を推薦するときを除き，最高裁判所

の承認を得なければならない。

3 1の定めによる推薦については第1の1の定めを， 2の定めにより最高裁判

所の承認を求める場合には第2の5の定めを，それぞれ準用する。

4裁判官が最高裁判所又は所属庁の長の推薦により委員会等の委員等の職を兼

ねる場合は，裁判所法第52条第2号の規定による許可又は第2の1若しくは

2の定めによる許可を受けたものとみなす。

研修会等講師の推薦

研修会，講演会等の講師への裁判官の推薦は，所属庁の長が行う。

兼業通達記第10の後段の定めは， 1の推薦について準用する。

（別紙様式添付省略）

第6

１
２
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(別表）
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1 首席調査官

司法研修所長

裁判所職員総合研修所長

最高裁判所図書館長

最高裁判所長官

2 事務総局に勤務する裁判官

裁判所調査官

各研修所に勤務する裁判官

(1に掲げる者を除く。）

最高裁判所事務総長



裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の兼業の許可等

について

平4． 6． 26人能A第17号

高等長官，地方，家庭所長，

最高事務総局局課長， 3研修

所長，最高図書館長あて事務

総長依命通達

号
号
号
号
号
号
号

調
２
岨
皿
４
１
０

第
第
肥
“
５
０
４

Ａ
Ａ
卯
㈹
３
６
第

能
能
第
第
第
第
能

人
人
Ａ
Ａ
能
能
人

６
週
能
能
人
人
調

平
平
人
人
”
犯
平

Ⅳ
加
平
平

平
平

改正

裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員（以下「職員」 という。 ）の兼業の

許可等について下記のとおり定めましたので，裁判所職員臨時措置法（昭和26年

法律第299号）において準用する国家公務員法（昭和22年法律第120号。以

下「法」 という。 ）並びに裁判所職員に関する臨時措置規則（昭和27年最高裁判

所規則第1号）において準用する人事院規則14－8 （営利企業の役員等との兼業

） ，職員の兼業の許可に関する政令（昭和41年政令第15号。以下「政令」 とい

う。 ）及び職員の兼業の許可に関する内閣官房令（昭和41年総理府令第5号。以

下「内閣官房令」 という。 ）に規定するもののほか， これによってください。

記

第1 用語の定義
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1 この通達において，次に掲げる用語の意義は，それぞれ次に定めるところに

よる。

｜ 役員等会社その他の団体の役員，顧問又は評議員をいう。

｜ 営利企業兼業営利企業の役員等の職を兼ね，又は自ら営利企業を営むこ

とをいう。 「自ら営利企業を営むこと」 とは，職員が自己の名義で商業，工

業，金融業等を経営する場合をいい（以下「自営」 という。 ） ，名義が他人

であっても本人が営利企業を営むものと客観的に判断される場合もこれに該

当する。

この場合において，農業，牧畜，酪農，果樹栽培，養鶏等にあっては大規

模に経営され客観的に営利を主目的とする企業と判断されるとき，太陽光電

気（太陽光発電設備を用いて太陽光を変換して得られる電気をいう。以下同

じ。 ）の販売にあっては販売に係る太陽光発電設備の定格出力が10キロワ

ット以上であるとき又は不動産若しくは駐車場（以下「不動産等」 という。 ）

の賃貸にあっては次のいずれかに該当するときは， 自営に当たるものとして

取り扱うものとする。

ア不動産の賃貸が次のいずれかに該当する場合

（ｱ） 独立家屋の賃貸については，独立家屋の数が5棟以上であること。

（ｲ）独立家屋以外の建物の賃貸については，貸与することができる独立的

に区画された一の部分の数が10室以上であること。

（ｳ） 土地の賃貸については，賃貸契約の件数が10件以上であること。

㈲賃貸に係る不動産が劇場，映画館， ゴルフ練習場等の娯楽集会，遊技

等のための設備を設けたものであること。

鮒賃貸に係る建物が旅館，ホテル等特定の業務の用に供するものである

(1)

(2)

こと。

イ駐車場の賃貸が次のいずれかに該当する場合

（ｱ） 建築物である駐車場又は機械設備を設けた駐車場であること。
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（ｲ）駐車可能台数が10台以上であること。

ウ不動産等の賃貸に係る賃貸料収入の合計額が年額500万円以上である

場合

エア又はイに掲げる不動産等の賃貸と同様の事情にあると認められる場合

（3） 有報酬兼業報酬（旅費，宿泊料等実費弁償に相当するものを除く。以下

同じ。 ）を得て，団体（営利企業を除く。 ）の役員等の職を兼ね，その他事

業に従事し，又は事務を行うことをいう。

（4）無報酬兼業報酬を得ないで，団体（営利企業を除く。 ）の役員等の職を

兼ねることをいう。

2法第103条第2項及び第104条の規定中「所轄庁の長」 とあり，並びに

政令第1条及び内閣官房令の規定並びにこの通達中「所属庁の長」 とあるのは，

承認又は許可を受けようとする職員の所属する庁の長（最高裁判所事務総長に

ついては最高裁判所長官，最高裁判所に勤務する職員（最高裁判所事務総長を

除く。 ）については最高裁判所事務総長，簡易裁判所又は検察審査会に勤務す

る職員についてはその所在地を管轄する地方裁判所の所長） とする。

2無報酬兼業の制限第2無報酬兼業の制限

職員は，無報酬兼業をする場合には，あらかじめ所属庁の長の許可を受けなけ

ればならない。ただし，次に掲げる団体の役員等の職を兼ねる場合は， この限り

でない。

1 国家公務員等共済組合連合会及びこれに設置された機関

2裁判所の職員又は法曹関係者を構成員とし，その親ぼく，互助，研さん等を

目的とする団体

3居住地域の町内会及び自治会

4子弟の学校のPTA

5 出身学校の同窓会，同期会等の親ぽく団体

6 1から5までに掲げる団体に準ずる団体であって，所属庁の長がその団体の
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役員等の職を兼ねることが第4の1の(1)から(4)までの定めに該当しないことが

明白であると認めて指定するもの

3 営利企業兼業の承認

営利企業兼業については，次に定める場合のほかは,承認することができない。

1 不動産等の賃貸に係る自営を行う場合で，次に掲げる基準のいずれにも適合

すると認められるとき。

（1）職員の官職と承認に係る不動産等の賃貸との間に特別な利害関係又はその

発生のおそれがないこと。

（2）入居者の募集，賃貸料の集金，不動産の維持管理等の不動産等の賃貸に係

る管理業務を事業者にゆだねること等により職員の職務の遂行に支障が生じ

第3

ないことが明らかであること。

（3） その他公務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。

2太陽光電気の販売に係る自営を行う場合で，次に掲げる基準のいずれにも適

合すると認められるとき。

（1）職員の官職と承認に係る太陽光電気の販売との間に特別な利害関係又はそ

の発生のおそれがないこと。

（2） 太陽光発電設備の維持管理等の太陽光電気の販売に係る管理業務を事業者

に委ねること等により職員の職務の遂行に支障が生じないことが明らかであ

ること。

（3） その他公務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。

3不動産等の賃貸及び太陽光電気の販売以外の事業に係る自営を行う場合で，

次に掲げる基準のいずれにも適合すると認められるとき。

（1）職員の官職と当該事業との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがな

いこと。

(2)職員以外の者を当該事業の業務の遂行のための責任者としていること等に

より，職員の職務の遂行に支障が生じないことが明らかであること。
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（3） 当該事業が相続，遺贈等により家業を継承したものであること。

（4） その他公務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。

4有報酬兼業及び無報酬兼業の許可

1 有報酬兼業又は無報酬兼業の申請が次のいずれかに該当する場合には， これ

第4

を許可してはならない。

（1） 当該兼業のため勤務時間を割くことにより，職務の遂行に支障が生ずると

認められる場合

（2） 当該兼業による心身の著しい疲労のため，職務遂行上その能率に悪影響を

与えると認められる場合

（3）裁判所と当該兼業先との間に取引関係等の特殊な関係があるなど当該兼業

をすることが裁判所の職務の公正に疑義を生じさせるおそれがあると認めら

れる場合

（4） 当該兼業をすることがその官職の信用を傷つけ，又は官職全体の不名誉と

なるおそれがあると認められる場合

2職員が報酬を得て大学等の講師の職を兼ねる場合（継続的又は定期的に兼ね

る場合に限る。 ）の許可は，次に定める基準に該当する場合に限り行うことが

できる。ただし， この基準によることができない特別の事情がある場合には，

最高裁判所の承認を得て許可することができる。

（1） 担当する授業時間が官庁の執務時間外であること。

（2）担当する授業時間数が次の範囲内であること。

ア講師の職を兼ねる期間が3箇月以上である場合には，授業時間数が1週

間につき2時間を超えないこと。

イ講師の職を兼ねる期間が3箇月未満である場合には，授業時間数が1週

間につき6時間を超えないこと。

3職員が国に設置された委員会，協議会又は審議会（これらと同種のものを含

む。 ）の非常勤の職員，委員幹事又は評議員（これらと同種のものを含む。 ）
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の職を兼ねる場合の許可は，最高裁判所の承認を得て行う。

5兼業の承認又は許可の申請手続

1 職員は，営利企業兼業の承認又は有報酬兼業若しくは無報酬兼業の許可（以

下「兼業の承認又は許可」 という。 ）を受けようとする場合には，事前に相当

の期間をおいて，所属庁の長に対し，別紙様式第1による「営利企業兼業承認

申請書（不動産等の賃貸） 」 ，別紙様式第2による「営利企業兼業承認申請書

（太陽光電気の販売）若しくは別紙様式第3による「営利企業兼業承認申請書

（不動産等の賃貸及び太陽光電気の販売以外） 」又は別紙様式第4による「兼

業許可申請書」 2部（営利企業兼業の承認を申請する場合及び最高裁判所の許

可を必要とする場合にあっては，3部)を提出しなければならない。

2 営利企業兼業承認申請書には，次に掲げる資料を添付しなければならない。

（1） 不動産等の賃貸の場合

ア不動産等の状況を明らかにする書面（不動産の登記簿謄本，不動産の図

面等）

イ賃貸料収入額を明らかにする書面（賃貸契約書の写し等）

ウ不動産等の賃貸に係る管理業務の方法を明らかにする書面（不動産管理

会社に対する管理業務委託契約書等）

エ事業主の名義が兼業しようとする職員の名義以外の名義である場合にお

いては， 当該事業主の氏名及び職員との続柄並びに職員の当該事業への関

与の程度を明らかにする書面

オその他参考となる資料

（2） 太陽光電気の販売の場合

ア太陽光電気の販売に係る太陽光発電設備の定格出力を明らかにする書面

（太陽光発電設備の仕様書の写し等）

イ太陽光電気の販売の内容を明らかにする書面（太陽光電気の販売契約書

の写し等）

第5
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ウ太陽光電気の販売に係る管理業務の方法を明らかにする書面（事業者に

管理業務を委託する契約書の写し等）

エ事業主の名義が兼業しようとする職員の名義以外の名義である場合にお

いては， 当該事業主の氏名及び職員との続柄並びに職員の当該事業への関

与の程度を明らかにする書面

オその他参考となる資料

（3） (1)及び(2)以外の営利企業兼業の場合

ア当該事業の概要を明らかにする書面（事業報告書，組織図，事業場の見

取り図等）

イ使用人及び親族で当該事業に従事するものの人数並びにそれらの者と職

員との続柄を明らかにする書面

ウ事業主の名義が兼業しようとする職員の名義以外の名義である場合にお

いては， 当該事業主の氏名及び職員との続柄並びに職員の当該事業への関

与の程度を明らかにする書面

エ職員が当該営利企業を営むことを必要とする事情を明らかにする書面

オその他参考となる資料

3兼業の承認又は許可を受けた職員は，昇任，転任，配置換，併任等による官

職等の異動があった場合には， 1箇月以内に改めて兼業の承認又は許可の申請

をしなければならない。ただし，官職について実質的な異動がない単なる昇格

の場合及び官職に異動がなく，かつ，職員の所属する庁の長を異にしない配置

換の場合並びに併任の解除及び終了の場合は， この限りでない。

6兼業の承認又は許可の手続

1 営利企業兼業の場合

（1） 所属庁の長は， 申請を承認することが相当であると認めた場合には，兼業

承認申請書1部（職員が自ら営利企業を営む場合には，第5の2に定める資

料を含む。 ）を添付して最高裁判所に承認の上申をする。

第6
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（2）所属庁の長は， (1)の上申について最高裁判所から承認又は不承認の通知が

あった場合には，兼業承認申請書にその旨を記載して， 1部を保管し， 1部

を申請者に交付する。

（3）所属庁の長は， 申請を承認することが相当でないと認めた場合には，兼業

承認申請書にその旨を記載して， 1部を保管し， 1部を申請者に交付し，最

高裁判所に兼業承認申請書1部を添付して承認しなかった理由を報告する。

2有報酬兼業の場合

（1） 所属庁の長は，最高裁判所の許可を必要とする申請を許可した場合には，

兼業許可申請書にその旨を記載して， 1部を保管し， 2部を最高裁判所に提

出する。この場合において，最高裁判所が当該申請を許可し，又は許可しな

かったときは，所属庁の長は，保管している兼業許可申請書にその旨を記載

し，最高裁判所から返戻された兼業許可申請書1部を申請者に交付する。

（2）所属庁の長は， (1)の申請を許可しなかった場合には，兼業許可申請書にそ

の旨を記載して， 1部を保管し， 1部を申請者に交付し，最高裁判所に兼業

許可申請書1部を添付して許可しなかった理由を報告する。

（3）所属庁の長は， 申請（(1)の申請を除く。 ）を許可し，又は許可しなかった

場合には，兼業許可申請書にその旨を記載して， 1部を保管し， 1部を申請

者に交付する。

3 無報酬兼業の場合

所属庁の長は， 申請を許可し，又は許可しなかった場合には，兼業許可申請

書にその旨を記載して， 1部を保管し， 1部を申請者に交付する。

7兼業の承認又は許可の期間

兼業の承認又は許可の期間は， 2年以内とする。

8 勤務時間を割く必要がある場合の承認

1 職員は，有報酬兼業の許可を受けた場合において，現実に勤務時間を割くと

きには，その都度所属庁の長の承認を得なければならない。

第7
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80



2職員は，勤務時間を割くことの承認を得ようとする場合には，事前に書面に

より所属庁の長に申請しなければならない。

第9 委員会等の委員等への推薦

1 国，地方公共団体若しくは公共的団体に設置された委員会，協議会若しくは

審議会（これらと同種のものを含む。以下， 「委員会等」 という。 ）の非常勤

の職員，委員，幹事又は評議員（これらと同種のものを含む。以下「委員等」

という。 ）への委嘱について関係機関から職員の推薦依頼を受けた場合の推薦

は，所属庁の長が行う。

2所属庁の長は， 1の定めにより国に設置された委員会等の委員等に職員を推

薦する場合には，最高裁判所の承認を得なければならない。

3 1の定めによる推薦については，第4の1の定めを準用する。

4 2の定めにより最高裁判所の承認を求める場合には，職務への支障の有無に

ついての意見を付した上， 当該委員会等の設定目的および構成， 当該委員等の

職務内容，職務に従事する時間，報酬の有無及び金額等を明らかにした条例，

設置要綱等の資料を添付する。

5職員が所属庁の長の推薦により委員会等の委員等の職を兼ねる場合には，法

第104条の規定又は第2の定めによる許可を受けたものとみなす。

第10研修会等講師の推薦

研修会，講演会等の講師への職員の推薦は，所属庁の長が行う。 この場合にお

いて，所属庁の長は， 当該研修会，講演会等が国，地方公共団体又は公共的団体

の行うものであり，その目的，趣旨，講義内容，対象者等の諸般の事情を総合し

て裁判所の職務の公正に疑義が生ずるおそれがないことが明白であり，かつ，事

務の円滑な運営に支障を生じさせないものである場合に限り，推薦するものとす

る。

第11 兼業台帳の備付け等

1 兼業台帳の備え付け
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高等裁判所，地方裁判所及び家庭裁判所は，別紙様式第5の「兼業台帳」を

備え付ける。

2兼業台帳の写しの送付

地方裁判所及び家庭裁判所は，毎年1月31日までに前年分の兼業台帳の写

しを高等裁判所に送付し，高等裁判所はこれを取りまとめた上， 自庁の兼業台

帳の写しと共に毎年2月10日までに最高裁判所に送付する（送付書不要） 。
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(別紙様式第1）

営利企業兼業承認申請書(不動産等の賃貸）

(所属庁の長）

次のとおり兼業の承認を申請します。

殿

(申請日） 平成 年 月 日

(申請者）

印

1 申請者

(ふりがな）

氏名

生年月日 年 月 日生（ 歳）

現住所

所属庁 官職名

配属部課室 担当係

職務分担

俸給 級 号俸

2兼業先

賃貸する不動産等

賃貸料収入の予定年額

不動産又は駐車場の

賃貸に係る管理業務

の方法

建物 （独立家屋） 棟延べ床面積 ㎡

(マンション等） 室延べ床面積 ㎡

所在地

土地 貸付件数 件 面積合計 ㎡

用途

所在地

駐車場駐車台数 台 設備の有無

所在地

その他（娯楽集会,遊技等のための設備を設けた不動産）

種類 件数 件規模

所在地

(旅館,ホテル等特定の業務の用に供する建物）

種類 件数 件規模

所在地

合計 円

建物 （独立家屋） 円

(マンション等） 円

士地 円

駐車場 円

その他 円
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3職員の官職と承認に係る不動産等の賃貸との間の特別な利害関係の有無

4職員の職務の遂行への支障の有無

5その他公務の公正性及び信頼性の確保への支障の有無

6その他参考事項



(別紙様式第2）

営利企業兼業承認申請書(太陽光電気の販売）

85

(所属庁の長）

次のとおり兼業の承認を申請します。

殿

(申請日） 平成 年 月 日

(申請者）

印

1 申請者

(ふりがな）

氏名

生年月日 年 月 日生（ 歳）

現住所

所属庁 官職名

配属部課室 担当係

職務分担

俸給 級 号俸

2兼業先

太陽光電気の販売に

係る太陽光発電設備

の設置状況

収入の予定年額

太陽光電気の販売に

係る管理業務の方法

設備の所在地

発電出力 kW

運転開始年月日 （予定日）

年 月 日

円

年間販売量（見込み）

kWh/年

販売価格 円/kWh

3職員の官職と承認に係る太陽光電気の販売との間の特別な利害関係の有無

4職員の職務の遂行への支障の有無



(記入要領）

発電出力は，太陽電池モジュール又はパワーコンデイショナーの定格出力のうちいずれか小

さい方を少数1桁まで記載する。
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5その他公務の公正性及び信頼性の確保への支障の有無

6その他参考事項



(別紙様式第3）

営利企業兼業承認申請書(不動産等の賃貸及び太陽光電気の販売以外）

(所属庁の長）

次のとおり兼業の承認を申請します。

殿

(申請日） 平成 年 月 日

(申請者）

印

1 申請者

(ふりがな）

氏名

生年月日 年 月 日生（ 歳）

現住所

所属庁 官職名

配属部課室 担当係

職務分担

俸給 級 号俸

2兼業先

事業の名称

所在地

事業内容

収入の予定年額

使用人の人数及び

職員との続柄

事業の用に供する

土地，建物等の施

設の種類・規模及

び機械等の機器の

種類・数量

職員が必要とする

事業への関与の内

容及びその業務へ

の従事時間

当該事業の承継の

事由

円

ハー
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3職員の官職と承認に係る事業との間の特別な利害関係の有無

4職員の職務の遂行への支障の有無

5その他公務の公正性及び信頼性の確保への支障の有無

6その他参考事項



(別紙様式第4）

89

兼業許可申請書

(所属庁の長）

殿 （申請日） 平成 年 月 日

次のとおり兼業の許可を申請します。

(申諸者) 印

1申請者について

(ふりがな）

氏名

生年月日 年 月 日生 （ 歳）

現住所

所属庁部課係

官職名 俸給 （ ）
》 級 号俸

2兼業先について

企業又は団体の名称口自営□その他

所在地（勤務場所）

報酬 n有 n無

円
円

収
収
月
年

1回 円

事業内容 口営利企業□その他

勤務の態様及び時間

口常勤 口非常勤

時から 時まで

平均して， 1年 日

1月 日

1日 時間

週延べ 時間

兼業予定期間

口新規 口継続

平成 年 月 日から

平成 年 月 日まで

（ 年間）

兼業する役職名及び職務内容



（記入要領）

1 最高裁判所の許可を必要とする場合には，宛名に最高裁判所と併記する。

2 □の設けられている項目は，該当する□の中にしを記入する。

3 「所在地（勤務場所） 」欄は，兼業する企業又は団体の所在地と兼業により勤務する場所

とが異なる場合には，その両方を記入する。

4 「兼業予定期間」欄については，兼業の予定期間が2年を超える場合には，同欄の括弧内

に2年間と記入する。

90

3兼業が官職に与える影響

割り振られた正規の勤務時間を割く必要の有無 口有 口無

4兼業を必要とする理由

所属庁の長の記入箇所 （文書番号） 裁 ・第 号

平成 年 月 日

(所属庁の長） 印

最高裁判所の記入箇所 最高裁人能第 号

平成 年 月 日

最高裁判所 印



(別紙様式第5）

平成 年 兼業
《
ロ 帳

(最人能）
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申請又
は推薦
依頼
月日

結果

兼 業 の 内 容

兼業先の名称及び

役職名

勤務の態様及び時間
正規の勤務時間を割
<必要の有無

報酬 期間

F ヨ
ヰ
ロ
中
屯
■
■
毎

室

者弓

所属

部課係

官職

級号俸
氏 名 備 考

月日

月日

有
無

I

／

（ ）



下級裁判所の裁判官の倫理の保持に関する申合せ

（平成12年6月15日高等裁判所長官申合せ）

裁判官の倫理については， これまで，永年にわたる努力の積み重ねにより高い

職業倫理が保持されてきたところであるが， この度，国家公務員倫理法が施行さ

れたことにかんがみ，裁判官は，事件当事者等との関係において，同法， これに

基づく政令及び最高裁判所規則の定める倫理規範を尊重するものとすること。
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「下級裁判所の裁判官の倫理の保持に関する申合せ」 （平成12年6月15

日高等裁判所長官申合せ）の説明

近時国家公務員による不祥事が相次いだことに対し，国民から厳しい批判がな

され，国家公務員全体に対して厳正な服務規律の保持が求められるようになった

ため，平成12年4月から国家公務員倫理法（以下「倫理法」 という。 ） ， これ

に基づく国家公務員倫理規程（以下「倫理規程」 という。 ）及び裁判所職員の倫

理の保持を図るため必要な事項を定めた裁判所職員倫理規則（以下「倫理規則」

という。 ）が施行された。

裁判官の倫理については， これまで，永年にわたる努力の積み重ねにより，裁

判所内部に良き伝統が確立され，極めて高い職業倫理が保持されてきており， こ

の点に関しては，広く国民から信頼を受けてきたところである。倫理法の制定に

当たっては，裁判官弾劾法を始めとする裁判官固有の倫理保持のための法制度が

確立されていることや，上記の良き伝統に加えて，職務の性質上他の公務員のよ

うな不祥事が生じることが考えにくいこと等の理由から，裁判官は，同法等の適

用の対象外とされた。しかし，倫理法等の規定内容には，倫理法3条や倫理規程

1条のように裁判官が行動する際にも当然に念頭においておくべき倫理原則及び

倫理行動基準や，倫理規則2条1号，同条3号，同条4号及び倫理規程2条3項

の利害関係者に関する諸規定並びに同規程3条， 4条1項及び5条ないし9条の

規定のように裁判官の倫理保持のための具体的行動基準としてもふさわしく，尊

重すべき性質のものが含まれている．国家公務員全体に対して厳正な服務規律の

保持を求める国民の意識や倫理法等の適用を受ける検察官等一般職の国家公務員

とのバランスを考えると，裁判官においても，倫理法，倫理規程及び倫理規則の

上記各規定の趣旨・内容を尊重して行動することが望ましいのではないかと思わ

れる。そして， このような姿勢を申し合せることによって，裁判官の職務の公正

に対する国民の信頼をより一層確たるものにすることができると考えられる。
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高裁長官の申合せというものの性質上,倫理法･倫理規程が定めるもののうち，

倫理法6条ないし8条に規定される贈与等の報告については，本申合せの対象外

とした。また，倫理規程8条に規定される倫理監督官への届出及び同規程9条1

項に規定される倫理監督官の承認に係る事項については，裁判官の独立性にかん

がみ，裁判官について倫理監督官制度を設けず，個々の裁判官の自律的判断に委

ねることが相当であると考えられる。

なお，確立された裁判官の職業倫理に照らして従来から相当でないと考えられ

ている行為が，本申合せの対象とした倫理規程の禁止行為に該当しないという理

由で許容されることになるものでないことは言うまでもない。また，本申合せの

趣旨に照らせば，本申合せで尊重すべきものとした倫理規範に触れる行為をした

場合に注意等の対象とされるか否かは， これまでと同様に， 当該行為の性質等を

考慮し，裁判官倫理に照らして判断されるべきものである。
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参 考

ここに示す解釈及び具体的事例は，倫理法等に関する人事院の解釈や， これまで

各庁から照会のあった事例に対する検討結果等に基づき，最高裁人事局において参

考のために取りまとめたものである（平成28年12月21日更新版） 。

1 利害関係者

個々の裁判官の担当する職務に照らして，倫理規則2条1号，同条3号，同条

4号及び倫理規程2条3項所定の者に相当する者をいう。

（1）倫理規則2条1号（事件当事者）関係

自己の担当する事件の当事者，その代理人，被告人，その弁護人や起訴検事，

公判立会検事は利害関係者に当たる。利害関係者についての倫理規則の規定は

限定列挙であるから，例えば，決裁官たる検事正等のように当事者等に対して

監督的立場にある者であっても，利害関係者には当たらない。

その他本号所定の事件に関する事務との関係での利害関係者該当性について

は別紙1のとおり。

該当者が本号の利害関係者である期間は，事件係属の時から事件の確定又は

上訴による移審等により，事件を担当する可能性がなくなる時までである。

なお，事件の当事者となろうとしていることが明らかである者も利害関係者

に当たる。これは，現在事件の当事者となっていないが，通常の注意力をもっ

てすれば，将来事件の当事者となろうとしていることが明らかな者をいう。 「当

事者」になろうとする者のみが問題となり，弁護人等になろうとする者は該当

しない。

(2)倫理規則2条3号（裁判以外の不利益処分の名あて人）及び倫理規則2条4

号（契約締結者）関係

これら各号は，司法行政事務に従事する裁判官（地家裁所長等）について問

題となる。
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3号関係の具体例としては，国家公務員法等による懲戒処分や国有財産法1

8条3項による使用許可の取消処分が， 4号関係の具体例としては，物品納入

契約，役務調達契約及び工事請負契約がある。

これら処分又は契約に関する事務に携わる裁判官にとって，処分の名あて人

や契約の相手方は利害関係者となる。

（3）倫理規程2条3項（影響力の行使）関係

他の職員又は裁判官の利害関係者が， これらの者に対する当該裁判官の官職

に基づく影響力を行使させることにより自らの利益を図るために， 当該裁判官

と接触していることが明らかな場合，右の者は同裁判官にとっても利害関係者

に当たる。

例えば，事件の当事者が，部総括の裁判官としての影響力を当該部所属の事

件担当書記官に行使させることで，同書記官から有利な取扱いを受けるために

同裁判官と接触していることが明らかな場合は，右の当事者は同裁判官にとっ

て利害関係者となる。

本項の場合，利害関係者の上記目的が明らかであればよく， 当該裁判官の官

職が職員等に対する影響力を行使し得る権限を有しているか否かは関係ない。

（4） その他

以下の各団体については， 当該団体自体が(1)ないし(3)のいずれかの要件を充

足する場合には利害関係者となるが，それ以外の場合は利害関係者に当たらな

い（当該団体構成員の一部が利害関係者であるときは，構成員個々に対する関

係でのみ考えればよい。 ） 。

日本弁護士連合会及び各単位弁護士会， 日本司法書士会連合会及び各単位司

法書士会， （財）法曹会， （財）司法協会， 日本裁判所書記官協議会，全国家

庭裁判所調査官研究協議会， （財） 日本調停協会連合会及び各調停協会等

2利害関係者との間で禁止される行為等

利害関係者との間で禁止される行為，禁止行為の例外，留意点については，別

紙2のとおり
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利害関係者との間で問題となり得る行為

｜飲食を伴う会合について

●利害関係者から供応接待を受けることは原則としてしてはならない(愉醗程3条

1項6"M)。

「供応」 とは酒食によるもてなしのこと。 「接待」は酒食以外の方法による

もてなしのこと。

●職務として出席した会議において，利害関係者から茶菓又は簡素な飲食物

の提供を受けること，若しくは，多数の者(20燗雛肚)が出席する立食パーティ

ーにおいて，利害関係者から飲食物の提供を受けることは，倫理規程に触れ

ることはない(同鵬3条2項5訪いし7号鍬)。

●利害関係者であっても，私的な関係（裁判官としての身分にかかわらない

関係）がある場合には，職務上の利害関係の状況，私的な関係の経緯及び現

在の状況並びにその行おうとする行為の態様等により，公正な職務の執行に

対する国民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り， 当該

利害関係者から供応接待を受けることができる(同鵬4条l"M)｡

●自己の飲食に要する費用について自分で費用を負担するか，又は利害関係

者以外の第三者が費用を負担するのであれば，利害関係者と共に飲食するこ

とは，原則として問題ない(同雛8鯵照)。しかし，倫理規程上問題がない場合で

あっても，事件関係者との飲食については，裁判官倫理上おのずから別論と

されるであろう。

●地家裁所長や高裁事務局長が，調停運営協議会等の懇親会に招待されて会

合に参加する場合には，同会等の構成員に利害関係者が含まれていても，会

合の趣旨・目的に照らし，許容されることが多いであろう。

講演・執筆等について

●利害関係者からの講演・執筆等の依頼については，公正な職務の執行に対

する国民の疑惑や不信を招くおそれがないかどうかを判断することとなる(髄

雛9条1鯵照)。

3

(1)

(2)
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この判断に際しては，利害関係者の性格（公的団体か否か等） ・利害関係

の原因となる事件の性格・依頼がなされた経緯（事件についての便宜供与等

を期待したものと見られる事情があるか否か等） ・依頼内容（一般的な知識

の提供や研修的性格なものか否か等）等を考慮することになるが，利害関係

者からの依頼は原則的には断ることが望ましいであろう。

なお， この場合の報酬については，講演の場合1時間あたり2万円程度，

執筆の場合400字あたり4000円程度を超えないことが基準とされてい

る(鵬2W,H12.4.6A"A6号鯛罷官礎撫)。

4その他

（1）監修料

補助金や国が支出する費用で作成される書籍等及び当該職員の属する国の機

関が過半数を買い入れる書籍等については，その監修や編さんを行ったことに

対する報酬を受けることはできない(同鵬6鯵閣)。

（2）倫理の保持を阻害する行為の禁止

●他の職員が倫理規程違反の行為によって得た財産上の利益であることを知

りながら，その利益を受け取ったり，享受することはできない(同鰕7条l嚇關)。

●倫理法等に違反する疑いのある事実について，虚偽の申述をしたり,･隠ぺ

いすることはできない(同雛7条2嚇照)。

●部下職員の倫理法等に違反する疑いのある事実を黙認してはいけない{同瀧7

条3鯵照)。

以上に掲げられた倫理法，倫理規程，倫理規則及び通達の参照条文のほか，平成

12年4月6日付人能A第6号倫理監督官通達(雛鉦:軸28年12H21H) ,同日付人能A

7号人事局長通達(雛妊:"17年4月IH)の各参照条文該当箇所を参考にされたい。

略語：倫理法＝国家公務員倫理法・倫理規程＝国家公務員倫理規程・倫理規則＝裁

判所職員倫理規則
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紙1別

利害関係者該当性(倫理規則2条1号関係)一覧表

99

事件類型 事件関係人 該当性 該当性判断にあたって特に考慮された要素

全事件共通 事件当事者(原告･被告･申立

人･相手方･被告人･被疑者･検
察官等）

代理人･弁護人

鑑定人･通訳人

証人

閲覧謄写申請人

○

○

×

×

×

裁判所が職権で解任し得るとする明文の規定がない(解釈上は可能）

破産事件 破産管財人

破産債権者･財団債権者

○

○

明文上裁判所の監督権がある

手続上の権利を行使する者である

執行事件 所有者

評価人

催告に応じて届出をした債権
者｡買受申出人｡買受人

第三債務者

○

×

○

○

事件の当事者である

評価人を辞めさせるのは民執法20条で準用される民訴法120条所定
の命令の取消によるもので,職権解任ではない

手続上の権利を行使する者である

事件の当事者である

会社更生事件 更生債権者･担保権者

株主

保全管理人･監督委員･調査委
員・管財人

○

△

○

手続上の権利を行使する者である

評決権等行使の場合は手続上の権利を行使する者である

明文上裁判所の監督権がある

執行官事務 執行官補助者(技術者･事務
員）

×

刑事事件 被害者

押送‘旦当職員

保護観察官

△

×

×

公判手続に参加するときは事件の当事者

家事事件 不在者財産管理人･相続財産

管理人･後見人･保佐人･後見

監督人･保佐監督人･補助監督
人

特別代理人･臨時保佐人･臨時

補助人

市役所職員･児童相談所職員

○

×

△

明文で裁判所が職権で解任できるとしている

裁判所が職権で解任し得るとする明文の規定がない(解釈上は可能）

事件の申立人となるときは事件の当事者

少年事件 附添人

送致した検察官等

少年鑑別所職員･保護観察官．

保護司･補導委託先関係者

少年院職員

○

×

×

△ 収容継続申立事件のときは事件の当事者

被害者 △ 審判手続に参加するときは事件の当事者
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禁止行為

(倫理規程第3条第1項）
禁止行為の例外（倫理規程第3条第2項） 留意点

(第1号）

利害関係者から金銭，物品又
は不動産の贈与（せん別，祝儀，
香典又は供花その他これらに類
するものとしてされるものを含
む。 ）を受けること。

(第1号）

利害関係者から宣伝用物品又は記念品であっ
て広<一般に配布するためのものの贈与を受け
ること。

(第2号）
多数の者が出席する立食パーティーにおい
て,利害関係者から記念品の贈与を受けること。

･職員の親族の葬式に際し，香典を持参した者が職
員の利害関係者である場合には，他の親族との関
係で香典を持参したものと考えられる場合を除
き，職員が喪主であるか否かに関わらず，職員あ
ての贈与が利害関係者からなされたものとして取

り扱われる。

･葬式の際に受付の者が職員の利害関係者に該当す
るかどうかを判断することは不可能であるため利
害関係者からの香典を受け取った場合について

は，葬式後，他の親族との関係で香典を持参した
ものと判明した場合を除き，速やかに利害関係者
に返却すれば，金銭の贈与には該当しないものと
して取り扱われる。

． 「宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布

するためのもの」としては， カレンダー，手帳
手拭い等が該当する。

(第2号）

利害関係者から金銭の貸付け
を受けること。

･金融機関が利害関係者に該当する場合，一顧客と
して貸付けを受けることは許される。
･利害関係者である金融機関から貸付けを受ける場
合でも，無利子又は利率が著しく低く設定される

場合には，財産上の利益を受けることとなり，禁
止される。

(第3号）

利害関係者から又は利害関係

者の負担により，無償で物品又
は不動産の貸付けを受けるこ
と ｡

(第3号）

職務として利害関係者を訪問した際に，当該
利害関係者から提供される物品を使用するこ
と 。

． 「利害関係者の負担により」とは，費用負担は利
害関係者であるが，実際には第三者が貸付けをす

ることをいう。

･禁止行為の例外

職員が訪問の目的を達成する上でやむを得ず必
要となるものに限定されており，例えば，裁判所
との連絡のための電話やFAXを使用することが

咳当する。

(第4号）

利害関係者から又は利害関係
者の負担により，無償で役務の
提供を受けること。

(第4号）

職務として利害関係者を訪問した際に，当該
利害関係者から提供される自動車（当該利害関

係者がその業務等において日常的に利用してい
るものに限る。 ）を利用すること。

． 「役務の提供」 とは，広くサービスを提供するこ
とであり，例えば，ハイヤーを回してもらって，
移動の便宜を受けることなどが該当する。

． 「自動車の利用」は， 山間地域の交通不便地に赴
く場合等， 当該利害関係者の事務所等の周囲の交
通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当
と認められる場合に限られる。

(第5号）

利害関係者から未公開株式を

砿り受けること。

(第6号）

利害関係者から供応接待を受
けること。

(第5号）

職務として出席した会鍍その他の会合におい
て，利害関係者から茶菓の提供を受けること。
(第6号）
多数の者が出席する立食パーティーにおい

て,利害関係者から飲食物の提供を受けること。
(第7号）

職務として出席した会議において，利害関係

者から簡素な飲食物の提供を受けること。

。 「供応」 とは，酒食をもってもてなすこと， 「接
待」 とは，酒食以外の方法により他人をもてなす

ことをいう。

･湯茶，茶菓の提供は接待に骸当する。
･弁謹士会等との協議会において，職員が担当して
いる事件の代理人が含まれていたとしても，一緒
に飲食することができる。ただし， 自己の飲食に
要する費用が1万円を超えるときは，あらかじめ，

倫理監督官等に届け出なければならない。

(第7号）

利害関係者と共に遊技又はゴ
ルフをすること。

． 「遊技」とは，麻雀，パチンコ等，風俗営業法2
条1項7号及び8号に規定する「遊技」をいう。

(第8号）

利害関係者と共に旅行（公務
のための旅行を除く。 ）をする
こと 。

(第9号）

利害関係者をして，第三者に対

し前各号に掲げる行為をさせる
こと 。
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